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地域公共交通確保維持改善事業費補助金交付要綱の一部改正（R7 当初予算①（幹線･フィーダー､調査等事業、交通空白、DXGX、自動運転）） 

 

地域公共交通確保維持改善事業費補助金交付要綱の一部を次のように改正する。 

 

次の表の左欄の内容を加える。なお、（参考）欄及び改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する追加附則及び改正後欄に掲げる規定の傍線

を付した部分のように改め、（参考）欄及び改正後欄に対応して掲げるその標記部分に二重傍線を付した規定（以下「対象規定」という。）は、当該対象規定を追

加附則欄及び改正後欄に掲げるもののように改め、追加附則欄及び改正後欄に掲げる対象規定で（参考）欄及び改正前欄にこれに対応するものを掲げていないも

のは、これを加える。 

 

【本則：地域公共交通確保維持事業（地域間幹線系統(運賃改定実施時の計画平均乗車密度算定方法の見直し)）】 

改 正 後 改 正 前 備考（改正主旨等） 

別表１（第６条第１項関連） 

 

地域間幹線系統確保維持費国庫補助金（補助対象事業の基

準） 

補助対

象事業

者 

補助対象

経費 

補助対象事業の基準 補助

率 

一 般 乗

合 旅 客

自 動 車

運 送 事

業 者 及

び 活 性

化 法 法

定 協 議

補助対象

系統に係

る補助対

象経常費

用の見込

額と経常

収益の見

込額との

都道府県又は市町村が定めた

地域公共交通計画に掲載され

た運行系統の運行のうち、次の

イからヌまでの全てに適合す

るもの。 

イ 乗合バス事業者であって、

活性化法法定協議会での議論

を経て、第７条第１項各号に

１／

２ 

別表１（第６条第１項関連） 

 

地域間幹線系統確保維持費国庫補助金（補助対象事業の基準） 

 

補助対

象事業

者 

補助対象

経費 

補助対象事業の基準 補助

率 

一 般 乗

合 旅 客

自 動 車

運 送 事

業 者 及

び 活 性

化 法 法

定 協 議

補助対象

系統に係

る補助対

象経常費

用の見込

額と経常

収益の見

込額との

都道府県又は市町村が定めた

地域公共交通計画に掲載され

た運行系統の運行のうち、次の

イからヌまでの全てに適合す

るもの。 

イ 乗合バス事業者であって、

活性化法法定協議会での議論

を経て、第７条第１項各号に

１／

２ 

 

 

 

 

 

補助適否判定及び補助額

計算に用いる「計画平均

乗車密度」について、運

賃改定を実施した事業者

の数値が実態より過小に

算定されることから、見

直し。 
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会 差額であ

って、別

表２に定

めるとこ

ろにより

算出され

る経費 

掲げる事項を記載した地域公

共交通計画に記載されている

運送予定者による運行である

こと。 

ロ 道路運送法施行規則第３

条の３第一号に規定する路線

定期運行に係るもの。 

ハ 複数市町村にまたがるも

の。ただし、この要件の成否

は、平成１３年３月３１日に

おける市町村の状態に応じて

決定するものとする。 

ニ 次のいずれかの需要に対

応して設定されるもの。 

① 別表５に定める広域行政

圏の中心市町村への需要 

② 都道府県庁所在地への需

要 

③ 上記以外の市町村であっ

て、総合病院等医療機関、学

校等の公共施設及び商業施

設等が存在するなど、広域

行政圏の中心市町村に準ず

る生活基盤が整備されてい

ると県協議会等が認めたも

のへの需要 

会 差額であ

って、別

表２に定

めるとこ

ろにより

算出され

る経費 

掲げる事項を記載した地域公

共交通計画に記載されている

運送予定者による運行である

こと。 

ロ 道路運送法施行規則第３

条の３第一号に規定する路線

定期運行に係るもの。 

ハ 複数市町村にまたがるも

の。ただし、この要件の成否

は、平成１３年３月３１日に

おける市町村の状態に応じて

決定するものとする。 

ニ 次のいずれかの需要に対

応して設定されるもの。 

① 別表５に定める広域行政

圏の中心市町村への需要 

② 都道府県庁所在地への需

要 

③ 上記以外の市町村であっ

て、総合病院等医療機関、学

校等の公共施設及び商業施

設等が存在するなど、広域

行政圏の中心市町村に準ず

る生活基盤が整備されてい

ると県協議会等が認めたも

のへの需要 
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ホ １日当たりの計画運行回

数が３回以上のもの。ただし、

活性化法法定協議会が認めた

場合は、平日１日当たりの計

画運行回数が３回以上のもの

とする。 

へ 次式によって算出される

補助対象期間の１日当たりの

輸送量が１５人～１５０人と

見込まれ、かつ、過去に２ヶ

年度連続して１日当たりの実

績輸送量が１５人未満又は１

５０人超ではないもの。 

計画平均乗車密度× 計画

運行回数 

ト 補助対象期間に、当該運行

系統の運行によって得る経常

収益の見込額が同期間の当該

運行系統の補助対象経常費用

の見込額に達しておらず、か

つ、過去２ヶ年度連続して経

常収益が経常費用を超えてい

ないもの。 

チ 補助対象期間の末日（９月

３０日）において引き続き運

行される予定のものであるこ

ホ １日当たりの計画運行回

数が３回以上のもの。ただし、

活性化法法定協議会が認めた

場合は、平日１日当たりの計

画運行回数が３回以上のもの

とする。 

へ 次式によって算出される

補助対象期間の１日当たりの

輸送量が１５人～１５０人と

見込まれ、かつ、過去に２ヶ

年度連続して１日当たりの実

績輸送量が１５人未満又は１

５０人超ではないもの。 

計画平均乗車密度× 計画

運行回数 

ト 補助対象期間に、当該運行

系統の運行によって得る経常

収益の見込額が同期間の当該

運行系統の補助対象経常費用

の見込額に達しておらず、か

つ、過去２ヶ年度連続して経

常収益が経常費用を超えてい

ないもの。 

チ 補助対象期間の末日（９月

３０日）において引き続き運

行される予定のものであるこ
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と（補助対象期間の途中に補

助対象系統の合併、分割その

他の再編を行う場合にあって

は、再編を行う日までに地域

公共交通計画の認定又は変更

の認定を受けて実施する場合

に限り、同一の補助対象系統

が補助対象期間中継続して運

行しているものとして取り扱

う。）。 

リ 第７条第５項に規定する

改善計画を実施する運行系統

であって、補助対象経費が別

表２の１．に基づく補助対象

経常費用の９／２０に相当す

る上限額となる運行系統又は

補助対象経費の算出にあたっ

て別表２の５．の適用を受け

る運行系統以外の運行系統に

あっては、当該改善計画の期

間終了時において当該改善計

画で設定した目標値を達成し

たもの。（燃料高騰等のやむ

を得ない外的要因により目標

値を達成しなかったと認めら

れる場合を含む。） 

と（補助対象期間の途中に補

助対象系統の合併、分割その

他の再編を行う場合にあって

は、再編を行う日までに地域

公共交通計画の認定又は変更

の認定を受けて実施する場合

に限り、同一の補助対象系統

が補助対象期間中継続して運

行しているものとして取り扱

う。）。 

リ 第７条第５項に規定する

改善計画を実施する運行系統

であって、補助対象経費が別

表２の１．に基づく補助対象

経常費用の９／２０に相当す

る上限額となる運行系統又は

補助対象経費の算出にあたっ

て別表２の５．の適用を受け

る運行系統以外の運行系統に

あっては、当該改善計画の期

間終了時において当該改善計

画で設定した目標値を達成し

たもの。（燃料高騰等のやむ

を得ない外的要因により目標

値を達成しなかったと認めら

れる場合を含む。） 
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（注） 
１．「計画平均乗車密度」とは、次式によって算出された数値

をいう。（小数点第１位まで算出。第２位以下切り捨て。） 
「計画平均乗車密度」＝「計画運送収入」÷「計画実車走行キ

ロ」÷「平均賃率」 
２．「計画運送収入」は、同一の補助対象系統として取り扱わ

れる既存の運行系統の実績額がある場合は、当該運行系統の

実車走行キロ当たり運送収入の実績額に計画実車走行キロ

を乗じて算出する。実績額がない場合は、補助対象経常費用

の１１／２０と活性化法法定協議会が算出する運送収入の

見込額のうち、いずれか高い方の額を計画運送収入とする。 
３．「平均賃率」とは、次式によって算出された数値をいう。（銭単

位まで算出。銭未満切り捨て。） 

「平均賃率」＝「停留所相互間総運賃額」÷「停留所相互間総キ

ロ」 

 なお、同一の補助対象系統として取り扱われる既存の運行系統

の実績額を用いて「計画運送収入」を算出する系統において、

当該実績額を引用する期間の開始日以降に運賃改定を実施した

場合は、次式によって算出することとする。 

「平均賃率」＝（「運賃改定前適用の平均賃率×日数」＋「運賃

改 定 後 適 用 の 平 均 賃 率 × 日 数 」 ）       

÷「実績引用期間の日数」 

 
 
 
 

（注） 
１．「計画平均乗車密度」とは、次式によって算出された数値

をいう。（小数点第１位まで算出。第２位以下切り捨て。） 
「計画平均乗車密度」＝「計画運送収入」÷「計画実車走行キ

ロ」÷「平均賃率」 
２．「計画運送収入」は、同一の補助対象系統として取り扱わ

れる既存の運行系統の実績額がある場合は、当該運行系統の

実車走行キロ当たり運送収入の実績額に計画実車走行キロ

を乗じて算出する。実績額がない場合は、補助対象経常費用

の１１／２０と活性化法法定協議会が算出する運送収入の

見込額のうち、いずれか高い方の額を計画運送収入とする。 
３．「平均賃率」とは、次式によって算出された数値をいう。

（銭単位まで算出。銭未満切り捨て。） 
「平均賃率」＝「停留所相互間総運賃額」÷「停留所相互間総

キロ」 
なお、補助対象期間中に運賃改定が予定されている場合は、

次式によって算出することとする。 
 
 

「平均賃率」＝（「運賃改定前適用の平均賃率×日数」＋「運

賃改定後適用の平均賃率×日数」）÷「総適用

日数」 
 
 
 
 



 

 6 / 55 

 

別表３（第６条第２項関連） 

 

地域間幹線系統確保維持費国庫補助金（利便増進計画及び運

送継続計画に係る補助対象事業の基準） 

 

補助対

象事業

者 

補助対象

経費 

補助対象事業の基準 補助

率 

一 般 乗

合 旅 客

自 動 車

運 送 事

業 者 及

び 活 性

化 法 法

定 協 議

会 

補助対象

系統に係

る補助対

象経常費

用の見込

額と経常

収益の見

込額との

差額であ

って、別

表４に定

めるとこ

ろにより

算出され

る経費 

利便増進計画又は運送継続計

画に位置づけられた運行系統

であって、都道府県又は市町村

が定めた地域公共交通計画に

掲載されたものの運行のうち、

次のイからチまでの全てに適

合するもの。 

イ 乗合バス事業者であって、

活性化法法定協議会での議論

を経て、第７条第１項各号に

掲げる事項を記載した地域公

共交通計画に記載されている

運送予定者による運行である

こと。 

ロ 道路運送法施行規則第３

条の３第一号に規定する路線

定期運行に係るもの。 

ハ 以下の①から③のいずれ

１／

２ 

別表３（第６条第２項関連） 

 

地域間幹線系統確保維持費国庫補助金（利便増進計画及び運送

継続計画に係る補助対象事業の基準） 

 

補助対

象事業

者 

補助対象

経費 

補助対象事業の基準 補助

率 

一 般 乗

合 旅 客

自 動 車

運 送 事

業 者 及

び 活 性

化 法 法

定 協 議

会 

補助対象

系統に係

る補助対

象経常費

用の見込

額と経常

収益の見

込額との

差額であ

って、別

表４に定

めるとこ

ろにより

算出され

る経費 

利便増進計画又は運送継続計

画に位置づけられた運行系統

であって、都道府県又は市町村

が定めた地域公共交通計画に

掲載されたものの運行のうち、

次のイからチまでの全てに適

合するもの。 

イ 乗合バス事業者であって、

活性化法法定協議会での議論

を経て、第７条第１項各号に

掲げる事項を記載した地域公

共交通計画に記載されている

運送予定者による運行である

こと。 

ロ 道路運送法施行規則第３

条の３第一号に規定する路線

定期運行に係るもの。 

ハ 以下の①から③のいずれ

１／

２ 
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かの要件を満たすもの。 

① 複数市町村にまたがるも

の。ただし、この要件の成否

は、平成１３年３月３１日

における市町村の状態に応

じて決定するものとする。 

② 再編の際現に地域間幹線

系統確保維持費国庫補助金

の補助対象系統となってい

た一の運行系統について、

再編により運行系統の途中

に乗換拠点を設け、複数の

運行系統に分割したもの。 

③ 地域旅客運送サービス継

続事業を実施する運行系統

について、運行系統の途中

に乗換拠点を設け、複数の

運行系統に分割したものの

うち、複数市町村にまたが

るもの。 

ニ 次のいずれかの需要に対

応して設定されるもの。 

① 別表５に定める広域行政

圏の中心市町村への需要 

② 都道府県庁所在地への需

要 

かの要件を満たすもの。 

① 複数市町村にまたがるも

の。ただし、この要件の成否

は、平成１３年３月３１日

における市町村の状態に応

じて決定するものとする。 

② 再編の際現に地域間幹線

系統確保維持費国庫補助金

の補助対象系統となってい

た一の運行系統について、

再編により運行系統の途中

に乗換拠点を設け、複数の

運行系統に分割したもの。 

③ 地域旅客運送サービス継

続事業を実施する運行系統

について、運行系統の途中

に乗換拠点を設け、複数の

運行系統に分割したものの

うち、複数市町村にまたが

るもの。 

ニ 次のいずれかの需要に対

応して設定されるもの。 

① 別表５に定める広域行政

圏の中心市町村への需要 

② 都道府県庁所在地への需

要 
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③ 上記以外の市町村であっ

て、総合病院等医療機関、学

校等の公共施設及び商業施

設等が存在するなど、広域

行政圏の中心市町村に準ず

る生活基盤が整備されてい

ると活性化法法定協議会が

認めたものへの需要 

ホ １日当たりの計画運行回

数が３回以上のもの。ただし、

活性化法法定協議会が認めた

場合は、平日１日当たりの計

画運行回数が３回以上のもの

とする。 

へ 次式によって算出される

補助対象期間の１日当たりの

輸送量が３人～１５０人と見

込まれ、かつ、過去に２ヶ年

度連続して１日当たりの実績

輸送量が３人未満又は１５０

人超ではないもの。（ハ②又

はハ③の要件を満たす場合を

除く。） 

計画平均乗車密度× 計画

運行回数 

ト 補助対象期間に、当該運行

③ 上記以外の市町村であっ

て、総合病院等医療機関、学

校等の公共施設及び商業施

設等が存在するなど、広域

行政圏の中心市町村に準ず

る生活基盤が整備されてい

ると活性化法法定協議会が

認めたものへの需要 

ホ １日当たりの計画運行回

数が３回以上のもの。ただし、

活性化法法定協議会が認めた

場合は、平日１日当たりの計

画運行回数が３回以上のもの

とする。 

へ 次式によって算出される

補助対象期間の１日当たりの

輸送量が３人～１５０人と見

込まれ、かつ、過去に２ヶ年

度連続して１日当たりの実績

輸送量が３人未満又は１５０

人超ではないもの。（ハ②又

はハ③の要件を満たす場合を

除く。） 

計画平均乗車密度× 計画

運行回数 

ト 補助対象期間に、当該運行
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系統の運行によって得る経常

収益の見込額が同期間の当該

運行系統の補助対象経常費用

の見込額に達していないも

の。ただし、利便増進計画に

位置づけられた系統であっ

て、過去２ヶ年度連続して経

常収益が経常費用を超えた運

行系統を除く。 

チ 補助対象期間の末日（９月

３０日）（補助対象期間の途

中に利便増進計画に実施予定

期間として定められた期間の

末日が到来する場合にあって

は、その日）において引き続

き運行される予定のものであ

ること。（補助対象期間の途

中に補助対象系統の合併、分

割その他の再編を行う場合に

あっては、再編を行う日まで

に地域公共交通計画の認定又

は変更の認定を受けて実施す

る場合に限り、同一の補助対

象系統が補助対象期間中継続

して運行しているものとして

取り扱う。） 

系統の運行によって得る経常

収益の見込額が同期間の当該

運行系統の補助対象経常費用

の見込額に達していないも

の。ただし、利便増進計画に

位置づけられた系統であっ

て、過去２ヶ年度連続して経

常収益が経常費用を超えた運

行系統を除く。 

チ 補助対象期間の末日（９月

３０日）（補助対象期間の途

中に利便増進計画に実施予定

期間として定められた期間の

末日が到来する場合にあって

は、その日）において引き続

き運行される予定のものであ

ること。（補助対象期間の途

中に補助対象系統の合併、分

割その他の再編を行う場合に

あっては、再編を行う日まで

に地域公共交通計画の認定又

は変更の認定を受けて実施す

る場合に限り、同一の補助対

象系統が補助対象期間中継続

して運行しているものとして

取り扱う。） 
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（注） 
１．「計画平均乗車密度」とは、次式によって算出された数値

をいう。（小数点第１位まで算出。第２位以下切り捨て。） 
「計画平均乗車密度」＝「計画運送収入」÷「計画実車走行キ

ロ」÷「平均賃率」 
２．「計画運送収入」は、同一の補助対象系統として取り扱

われる既存の運行系統の実績額がある場合は、当該運行系統

の実車走行キロ当たり運送収入の実績額に計画実車走行キロ

を乗じて算出する。実績額がない場合は、補助対象経常費用

の１１／２０と活性化法法定協議会が算出する運送収入の見

込額のうち、いずれか高い方の額を計画運送収入とする。 
３．「平均賃率」とは、次式によって算出された数値をいう。（銭単

位まで算出。銭未満切り捨て。） 

「平均賃率」＝「停留所相互間総運賃額」÷「停留所相互間総キ

ロ」 

 なお、同一の補助対象系統として取り扱われる既存の運行系統

の実績額を用いて「計画運送収入」を算出する系統において、

当該実績額を引用する期間の開始日以降に運賃改定を実施した

場合は、次式によって算出することとする。 

「平均賃率」＝（「運賃改定前適用の平均賃率×日数」＋「運賃

改 定 後 適 用 の 平 均 賃 率 × 日 数 」 ）       

÷「実績引用期間の日数」 

 
 
 

 

（注） 
１．「計画平均乗車密度」とは、次式によって算出された数値

をいう。（小数点第１位まで算出。第２位以下切り捨て。） 
「計画平均乗車密度」＝「計画運送収入」÷「計画実車走行キ

ロ」÷「平均賃率」 
２．「計画運送収入」は、同一の補助対象系統として取り扱わ

れる既存の運行系統の実績額がある場合は、当該運行系統の

実車走行キロ当たり運送収入の実績額に計画実車走行キロ

を乗じて算出する。実績額がない場合は、補助対象経常費用

の１１／２０と活性化法法定協議会が算出する運送収入の

見込額のうち、いずれか高い方の額を計画運送収入とする。 
３．「平均賃率」とは、次式によって算出された数値をいう。

（銭単位まで算出。銭未満切り捨て。） 
「平均賃率」＝「停留所相互間総運賃額」÷「停留所相互間総

キロ」 
なお、補助対象期間中に運賃改定が予定されている場合は、

次式によって算出することとする。 
 
 
 

「平均賃率」＝（「運賃改定前適用の平均賃率×日数」＋「運

賃改定後適用の平均賃率×日数」）÷「総適用日

数」 
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別表２８（附則第７条関連） 

 

地域間幹線系統確保維持費国庫補助金（被災地域地域間幹線

系統確保維持事業の補助対象事業の基準） 

 

補助対

象事業

者 

補助対象

経費 

補助対象事業の基準 補助

率 

一 般 乗

合 旅 客

自 動 車

運 送 事

業 者 一

般 貸 切

旅 客 自

動 車 運

送 事 業

者 一 般

乗 用 旅

客 自 動

車 運 送

事 業 者

自 家 用

有 償 旅

客 運 送

者 

補助対象

系統に係

る補助対

象経常費

用の見込

額と経常

収益の見

込額との

差額であ

って、別

表２９に

定めると

ころによ

り算出さ

れる経費 

県協議会等が定めた被災地域

生活交通確保維持計画に確保

又は維持が必要として掲載さ

れた運行系統の運行のうち、次

のイからトまでの全てに適合

するもの。ただし、次のホ③に

適合する場合にあっては、イか

らヘまでの全てに適合するも

の。 

イ 東日本大震災指定被災市

町村又は福島１２市町村の需

要に応じた運行系統の運行で

あって、次のいずれかに係る

もの。 

① 道路運送法施行規則第

３条の３第１号及び第２

号に規定する路線定期運

行及び路線不定期運行 

１／

２ 

別表２８（附則第７条関連） 

 

地域間幹線系統確保維持費国庫補助金（被災地域地域間幹線系

統確保維持事業の補助対象事業の基準） 

 

補助対

象事業

者 

補助対象

経費 

補助対象事業の基準 補助

率 

一 般 乗

合 旅 客

自 動 車

運 送 事

業 者 一

般 貸 切

旅 客 自

動 車 運

送 事 業

者 一 般

乗 用 旅

客 自 動

車 運 送

事 業 者

自 家 用

有 償 旅

客 運 送

者 

補助対象

系統に係

る補助対

象経常費

用の見込

額と経常

収益の見

込額との

差額であ

って、別

表２９に

定めると

ころによ

り算出さ

れる経費 

県協議会等が定めた被災地域

生活交通確保維持計画に確保

又は維持が必要として掲載さ

れた運行系統の運行のうち、次

のイからトまでの全てに適合

するもの。ただし、次のホ③に

適合する場合にあっては、イか

らヘまでの全てに適合するも

の。 

イ 東日本大震災指定被災市

町村又は福島１２市町村の需

要に応じた運行系統の運行で

あって、次のいずれかに係る

もの。 

① 道路運送法施行規則第

３条の３第１号及び第２

号に規定する路線定期運

行及び路線不定期運行 

１／

２ 
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② 道路運送法第２１条第

２号に規定する乗合旅客

の運送に係る運行 

③ 道路運送法第７８条第

２号に定める自家用有償

旅客運送に係る運行 

ロ 複数市町村にまたがるも

の。ただし、この要件の成否

は、平成１３年３月３１日に

おける市町村の状態に応じて

決定するものとする。 

ハ 次のいずれかの需要に対

応して設定されるもの 

① 別表５に定める広域行政

圏の中心市町村への需要 

② 都道府県庁所在地への需

要 

③ 上記以外の市町村であっ

て、総合病院等医療機関、学

校等の公共施設及び商業施

設等が存在するなど、広域

行政圏の中心市町村に準ず

る生活基盤が整備されてい

ると県協議会等が認めたも

のへの需要 

ニ １日当たりの計画運行回

② 道路運送法第２１条第

２号に規定する乗合旅客

の運送に係る運行 

③ 道路運送法第７８条第

２号に定める自家用有償

旅客運送に係る運行 

ロ 複数市町村にまたがるも

の。ただし、この要件の成否

は、平成１３年３月３１日に

おける市町村の状態に応じて

決定するものとする。 

ハ 次のいずれかの需要に対

応して設定されるもの 

① 別表５に定める広域行政

圏の中心市町村への需要 

② 都道府県庁所在地への需

要 

③ 上記以外の市町村であっ

て、総合病院等医療機関、学

校等の公共施設及び商業施

設等が存在するなど、広域

行政圏の中心市町村に準ず

る生活基盤が整備されてい

ると県協議会等が認めたも

のへの需要 

ニ １日当たりの計画運行回
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数が３回以上のもの。ただし、

県協議会等が認めた場合は、

平日１日当たりの計画運行回

数が３回以上のものとする。 

ホ 次式によって算出される

補助対象期間の１日当たりの

輸送量が１５人以上１５０人

以下と見込まれるもの。ただ

し、次のいずれかに該当する

運行系統については、補助対

象期間の１日当たりの輸送量

が１５０人以下と見込まれる

ものとし、次の③に該当する

運行系統については福島１２

市町村の需要に応じたものに

限るものとする。 

計画平均乗車密度× 計画

運行回数 

① バス運行対策費補助金交

付要綱（平成１３年５月１

５日国自旅第１６号）第３

条の規定に基づき平成２２

年度に大臣の承認を受けた

生活交通路線維持確保３ヶ

年計画に補助対象系統とし

て記載されている運行系統

数が３回以上のもの。ただし、

県協議会等が認めた場合は、

平日１日当たりの計画運行回

数が３回以上のものとする。 

ホ 次式によって算出される

補助対象期間の１日当たりの

輸送量が１５人以上１５０人

以下と見込まれるもの。ただ

し、次のいずれかに該当する

運行系統については、補助対

象期間の１日当たりの輸送量

が１５０人以下と見込まれる

ものとし、次の③に該当する

運行系統については福島１２

市町村の需要に応じたものに

限るものとする。 

計画平均乗車密度× 計画

運行回数 

① バス運行対策費補助金交

付要綱（平成１３年５月１

５日国自旅第１６号）第３

条の規定に基づき平成２２

年度に大臣の承認を受けた

生活交通路線維持確保３ヶ

年計画に補助対象系統とし

て記載されている運行系統
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（補助対象系統の合併、分

割その他の再編が行われる

場合の再編後の運行系統を

含む。） 

② 沿線に東日本大震災によ

り被災した高校の仮設校

舎、被災した商店街や大規

模商業施設の仮店舗、被災

した診療所の仮設診療所、

被災した役場の仮設庁舎が

存在する場合など、沿線に

被災した生活関連施設や公

共施設を代替・補完する施

設が存在する運行系統であ

って、地域間幹線系統の機

能を一時的に分担するもの

と県協議会等が認め、地方

運輸局長が指定するもの 

  計画平均乗車密度 × 

計画運行回数 

③ 福島１２市町村において

整備された次のいずれかに

該当する災害公営住宅から

直線で１キロメートル以内

を経由して運行するもの 

ａ．激甚災害に対処するため

（補助対象系統の合併、分

割その他の再編が行われる

場合の再編後の運行系統を

含む。） 

② 沿線に東日本大震災によ

り被災した高校の仮設校

舎、被災した商店街や大規

模商業施設の仮店舗、被災

した診療所の仮設診療所、

被災した役場の仮設庁舎が

存在する場合など、沿線に

被災した生活関連施設や公

共施設を代替・補完する施

設が存在する運行系統であ

って、地域間幹線系統の機

能を一時的に分担するもの

と県協議会等が認め、地方

運輸局長が指定するもの 

  計画平均乗車密度 × 

計画運行回数 

③ 福島１２市町村において

整備された次のいずれかに

該当する災害公営住宅から

直線で１キロメートル以内

を経由して運行するもの 

ａ．激甚災害に対処するため
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の特別の財産援助等に関

する法律（昭和３７年法律

第１５０号。以下「激甚法」

という。）第２２条第１項

の規定（福島復興再生特別

措置法第２７条第１項又

は同法第３９条第１項の

規定により読み替えられ

た激甚法第２２条第１項

の規定を適用する場合を

含む。）の適用を受けて建

設又は買取りをする公営

住宅 

ｂ．激甚法第２２条第１項に

規定する政令で定める地

域にあった住宅であって

激甚災害により滅失した

ものにその災害の当時居

住していた低額所得者に

転貸するため借上げをし

た公営住宅（同法第１７条

第３項ただし書に規定す

る戸数を超える分を除

く。）又は福島復興再生特

別措置法第２７条第１項

に規定する特定帰還者若

の特別の財産援助等に関

する法律（昭和３７年法律

第１５０号。以下「激甚法」

という。）第２２条第１項

の規定（福島復興再生特別

措置法第２７条第１項又

は同法第３９条第１項の

規定により読み替えられ

た激甚法第２２条第１項

の規定を適用する場合を

含む。）の適用を受けて建

設又は買取りをする公営

住宅 

ｂ．激甚法第２２条第１項に

規定する政令で定める地

域にあった住宅であって

激甚災害により滅失した

ものにその災害の当時居

住していた低額所得者に

転貸するため借上げをし

た公営住宅（同法第１７条

第３項ただし書に規定す

る戸数を超える分を除

く。）又は福島復興再生特

別措置法第２７条第１項

に規定する特定帰還者若
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しくは同法第３９条第１

項に規定する居住制限者

に転貸するため借上げを

した公営住宅 

ヘ 補助対象期間に、当該系統

の運行によって得る経常収益

の見込額が同期間の当該系統

の補助対象経常費用の見込額

に達していないもの。 

ト 東日本大震災の被災者に

対する災害救助法（昭和２２

年法律第１１８号）第２条の

規定に基づく救助として供与

された同法第４条第１項第１

号の応急仮設住宅（賃貸住宅

の居室の借上げによるものを

除く）。 から直線で１キロメ

ートル以内を経由して運行す

るもの 

（注） 
１．「計画平均乗車密度」とは、次式によって算出された数値

をいう。（小数点第１位まで算出。第２位以下切り捨て。） 
「計画平均乗車密度」＝「計画運送収入」÷「計画実車走行キ

ロ」÷「平均賃率」 
２．「計画運送収入」は、同一の補助対象系統として取り扱わ

れる既存の運行系統の実績額がある場合は、当該運行系統の

しくは同法第３９条第１

項に規定する居住制限者

に転貸するため借上げを

した公営住宅 

ヘ 補助対象期間に、当該系統

の運行によって得る経常収益

の見込額が同期間の当該系統

の補助対象経常費用の見込額

に達していないもの。 

ト 東日本大震災の被災者に

対する災害救助法（昭和２２

年法律第１１８号）第２条の

規定に基づく救助として供与

された同法第４条第１項第１

号の応急仮設住宅（賃貸住宅

の居室の借上げによるものを

除く）。 から直線で１キロメ

ートル以内を経由して運行す

るもの 

（注） 
１．「計画平均乗車密度」とは、次式によって算出された数値

をいう。（小数点第１位まで算出。第２位以下切り捨て。） 
「計画平均乗車密度」＝「計画運送収入」÷「計画実車走行キ

ロ」÷「平均賃率」 
２．「計画運送収入」は、同一の補助対象系統として取り扱わ

れる既存の運行系統の実績額がある場合は、当該運行系統の
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実車走行キロ当たり運送収入の実績額に計画実車走行キロ

を乗じて算出する。ただし、これに拠り難い場合は、直近の

実績額、類似系統の実績額等の適切な方法により算定できる

ものとする。 
３．「平均賃率」とは、次式によって算出された数値をいう。（銭単

位まで算出。銭未満切り捨て。） 

「平均賃率」＝「停留所相互間総運賃額」÷「停留所相互間総キ

ロ」 

 なお、同一の補助対象系統として取り扱われる既存の運行系統

の実績額を用いて「計画運送収入」を算出する系統において、

当該実績額を引用する期間の開始日以降に運賃改定を実施した

場合は、次式によって算出することとする。 

「平均賃率」＝（「運賃改定前適用の平均賃率×日数」＋「運賃改

定後適用の平均賃率×日数」）÷「実績引用期間

の日数」 

実車走行キロ当たり運送収入の実績額に計画実車走行キロ

を乗じて算出する。ただし、これに拠り難い場合は、直近の

実績額、類似系統の実績額等の適切な方法により算定できる

ものとする。 
３．「平均賃率」とは、次式によって算出された数値をいう。

（銭単位まで算出。銭未満切り捨て。） 
「平均賃率」＝「停留所相互間総運賃額」÷「停留所相互間総

キロ」 
なお、補助対象期間中に運賃改定が予定されている場合は、

次式によって算出することとする。 
 
 
 

「平均賃率」＝（「運賃改定前適用の平均賃率×日数」＋「運

賃改定後適用の平均賃率×日数」）÷「総適

用日数」 

 

 

【本則：地域公共交通確保維持事業（地域内フィーダー系統確保維持費国庫補助金（タクシー低廉化））】 

改 正 後 改 正 前 備考（改正主旨等） 

別表９（第１６条第２項関係） 

 

地域内フィーダー系統確保維持費国庫補助金（利便増進計画に

係る補助対象事業の基準） 

補助対

象事業

補助対象

経費 

補助対象事業の基準 補助率 

別表９（第１６条第２項関係） 

 

地域内フィーダー系統確保維持費国庫補助金（利便増進計画に

係る補助対象事業の基準） 

補助対

象事業

補助対象

経費 

補助対象事業の基準 補助率 
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者 

活性化

法法定

協議会 

補助対象

系統に係

る補助対

象経常費

用と経常

収益との

差額（乗

用タクシ

ー事業に

つ い て

は、市区

町村から

の運賃低

廉化に対

する支援

額）であ

って、別

表８に定

めるとこ

ろにより

算出され

る経費 

 利便増進計画に位置づけられ

た運行系統であって、都道府県

又は市町村が定めた地域公共交通

計画に確保又は維持が必要とし

て掲載されたものの運行のう

ち、次のイからトまでの全てに

適合するもの。 

イ 乗合バス事業者若しくは乗用

タクシー事業者又は道路運送法

第７８条第二号に定める自家用

有償旅客運送を行う者であっ

て、利便増進計画に記載されて

いる運送予定者による運行であ

ること。 

ロ 道路運送法施行規則第３

条の３に規定する路線定期

運行、路線不定期運行若しく

は区域運行又は同規則第４

９条第一号に定める交通空白

地有償運送（「交通空白地有償運

送の登録に関する処理方針につい

て」（令和２年１１月２７日付け国

自旅第３１６号）１に定める「交通

空白地有償運送」をいう。）であっ

て乗合旅客の運送に係るも

1/2 

（市区

町村か

ら運賃

低廉化

の支援

を受け

る乗用

タクシ

ー事業

に 限

り、上限

１００

万円と

する。） 

者 

活性化

法法定

協議会 

補助対象

系統に係

る補助対

象経常費

用と経常

収益との

差額であ

って、別

表８に定

めるとこ

ろにより

算出され

る経費 

 利便増進計画に位置づけられ

た運行系統であって、都道府県

又は市町村が定めた地域公共交通

計画に確保又は維持が必要とし

て掲載されたものの運行のう

ち、次のイからトまでの全てに

適合するもの。 

イ 乗合バス事業者又は道路運送

法第７８条第三号に定める自家

用有償旅客運送を行う者であっ

て、利便増進計画に記載されて

いる運送予定者による運行であ

ること。 
 

ロ 道路運送法施行規則第３

条の３に規定する路線定期

運行、路線不定期運行若しく

は区域運行又は同規則第４

９条第一号に定める交通空白

地有償運送（「交通空白地有償運

送の登録に関する処理方針につい

て」（令和２年１１月２７日付け国

自旅第３１６号）１に定める「交通

空白地有償運送」をいう。）であっ

て乗合旅客の運送に係るも

1/2 

 

 

モード転換を行う場合

についてはサービス継

続事業の対象（※例えば

バス→タクシーに転換

する場合はサービス継

続計画の認定を受けれ

ばタクシー低廉化補助

を受けられていた）とな

っていたが、令和 5年地

域交通法の改正により、

モード転換については

サービス継続事業では

なく利便増進事業の対

象に移し替えられたこ

とから所要の改正を行

うもの。 
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の若しくは乗用タクシー事

業による運行であること。

（ただし、交通空白地有償運

送にあっては、補助対象期間

の開始前に、国庫補助金の交

付を申請することを示した

上で、道路運送法施行規則第

５１条の１５第三号に規定

する協議が調っているもの

に限る。） 

ハ 以下の①又は②のいずれ

かの要件を満たすもの。 

①  第２編第１章第１節の

補助対象地域間幹線系統

に接続するフィーダー系

統又は補助対象地域間幹

線系統に接続する乗用タ

クシーによる運行である

こと。 

② 以下の（１）又は（２）

のいずれかを満たす交通

不便地域における地域間

交通ネットワークに接続

するフィーダー系統であ

ること。 

（１）以下に掲げる過疎地域

のであること。（ただし、交

通空白地有償運送にあって

は、補助対象期間の開始前

に、国庫補助金の交付を申請

することを示した上で、道路

運送法施行規則第５１条の

１５第三号に規定する協議

が調っているものに限る。）） 

ハ 以下の①又は②のいずれ

かの要件を満たすもの。 

① 第２編第１章第１節の補

助対象地域間幹線系統に接

続するフィーダー系統であ

ること。 
 

 

 

② 以下の（１）又は（２）

のいずれかを満たす交通

不便地域における地域間

交通ネットワークに接続

するフィーダー系統であ

ること。 

（１）以下に掲げる過疎地域

等のいずれかをその沿線

に含む地域間交通ネット
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等のいずれかをその沿線

に含む地域間交通ネット

ワークに接続するフィー

ダー系統又は地域間交通

ネットワークに接続する

乗用タクシーによる運行

であること 

・過疎地域の持続的発展の支

援に関する特別措置法第

２条第１項及び第４３条

の適用される要件に該当

する過疎地域（同法第３条

第１項及び第２項に基づく

「過疎地域とみなされる区

域」、同法第４１条第１項、

第２項及び第３項に基づく

「過疎地域とみなされる区

域」、同法第４２条に基づく

「過疎地域とみなされる区

域」及び同法第４４条第４項

に基づく「過疎地域とみなされ

る区域」を含む。） 

・離島振興法第２条第１項

の規定に基づき指定され

た同項の離島振興対策実

施地域 

ワークに接続するフィー

ダー系統であること 
 

 

 

 

 

・過疎地域の持続的発展の支

援に関する特別措置法第

２条第１項及び第４３条

の適用される要件に該当

する過疎地域（同法第３条

第１項及び第２項に基づく

「過疎地域とみなされる区

域」、同法第４１条第１項、

第２項及び第３項に基づく

「過疎地域とみなされる区

域」、同法第４２条に基づく

「過疎地域とみなされる区

域」及び同法第４４条第４項

に基づく「過疎地域とみなされ

る区域」を含む。） 

・離島振興法第２条第１項

の規定に基づき指定され

た同項の離島振興対策実

施地域 
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・半島振興法第２条第１項

の規定に基づき指定され

た半島振興対策実施地域 

・山村振興法７条第１項の

規定に基づき指定された

振興山村 

・奄美群島振興開発特別措

置法第１条に規定する奄

美群島に属する島 

・小笠原諸島振興開発特別

措置法第２条第１項に規

定する小笠原諸島に属す

る島 

・沖縄振興特別措置法第３

条第一号に規定する沖縄

県の区域 

（２）半径１キロメートル以

内にバスの停留所、鉄軌

道駅、海港及び空港が存

しない集落、市街地その

他の交通不便地域として

地方運輸局長等が指定す

る地域の住民等の移動確

保のための地域間交通ネ

ットワークに接続するフ

ィーダー系統又は地域間

・半島振興法第２条第１項

の規定に基づき指定され

た半島振興対策実施地域 

・山村振興法７条第１項の

規定に基づき指定された

振興山村 

・奄美群島振興開発特別措

置法第１条に規定する奄

美群島に属する島 

・小笠原諸島振興開発特別

措置法第２条第１項に規

定する小笠原諸島に属す

る島 

・沖縄振興特別措置法第３

条第一号に規定する沖縄

県の区域 

（２）半径１キロメートル以

内にバスの停留所、鉄軌

道駅、海港及び空港が存

しない集落、市街地その

他の交通不便地域として

地方運輸局長等が指定す

る地域の住民等の移動確

保のための地域間交通ネ

ットワークに接続するフ

ィーダー系統であるこ
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交通ネットワークに接続

する乗用タクシーによる

運行であること。 

ニ 当該運行系統の運行内容に

ついて、効率的・効果的運行

のための「コミュニティバス

の導入に関するガイドライ

ン」（「地域公共交通会議及び

運営協議会に関する国土交通省

としての考え方について」（令和

２年１１月２７日付け国自旅第

３１５号）別添２）なども踏ま

え、地域における既存の交通

ネットワークや地域公共交

通計画の地域間幹線系統に

係る部分の記載との調整・整

合が図られているもの。 

ホ 補助対象期間に、当該運行

系統の運行によって得る経

常収益が同期間の当該運行系

統の補助対象経常費用に達

していないもの。ただし、過

去２ヶ年度連続して経常収

益が経常費用を超えた運行系

統を除く。  

ヘ 補助対象期間の末日（９月

と。 
 

 

ニ 当該運行系統の運行内容に

ついて、効率的・効果的運行

のための「コミュニティバス

の導入に関するガイドライ

ン」（「地域公共交通会議及び

運営協議会に関する国土交通省

としての考え方について」（令和

２年１１月２７日付け国自旅第

３１５号）別添２）なども踏ま

え、地域における既存の交通

ネットワークや地域公共交

通計画の地域間幹線系統に

係る部分の記載との調整・整

合が図られているもの。 

ホ 補助対象期間に、当該運行

系統の運行によって得る経

常収益が同期間の当該運行系

統の補助対象経常費用に達

していないもの。ただし、過

去２ヶ年度連続して経常収

益が経常費用を超えた運行系

統を除く。  

ヘ 補助対象期間の末日（９月
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３０日）（補助対象期間の途

中に利便増進計画に実施予定

期間として定められた期間の

末日が到来する場合にあっ

ては、その日）において引き

続き運行されるものである

こと。（補助対象期間の途中

に補助対象系統の合併、分割

その他の再編を行う場合に

あっては、再編を行う日まで

に地域公共交通計画の認定

又は変更の認定を受けて実

施する場合に限り、同一の補

助対象系統が補助対象期間

中継続して運行しているも

のとして取り扱う。） 

ト 次式によって算出される

補助対象期間の１回当たり

の輸送量が２人以上である

もの（路線不定期運行、区域

運行（自家用有償旅客運送に

あっては路線を定めて不定

期に行う運送及び路線を定

めず行う運送）及び乗用タク

シー事業による運行を除

く。）。 

３０日）（補助対象期間の途

中に利便増進計画に実施予定

期間として定められた期間の

末日が到来する場合にあっ

ては、その日）において引き

続き運行されるものである

こと。（補助対象期間の途中

に補助対象系統の合併、分割

その他の再編を行う場合に

あっては、再編を行う日まで

に地域公共交通計画の認定

又は変更の認定を受けて実

施する場合に限り、同一の補

助対象系統が補助対象期間

中継続して運行しているも

のとして取り扱う。） 

ト 次式によって算出される

補助対象期間の１回当たり

の輸送量が２人以上である

もの（路線不定期運行及び区

域運行（自家用有償旅客運送

にあっては路線を定めて不

定期に行う運送及び路線を

定めず行う運送）を除く。）。 
 

 



 

 24 / 55 

 

  輸送人員 ÷ 運行回数 

 

（注） 

１．「フィーダー系統」とは、バスの停留所、鉄軌道駅、海港

及び空港において、地域間交通ネットワークと接続する運行

系統をいう。この場合の、「接続」とは、バス停留所相互又

はバス停留所と駅、海港又は空港との近接・共有、乗り継ぎ

に適したダイヤの設定、乗り継ぎ割引の設定など、乗り継ぎ

円滑化のためのいずれかの措置が講じられていることをい

う。 

２．「地域間交通ネットワーク」とは、地域間幹線バス系統、

鉄軌道路線、内航旅客船航路及び国内定期航空路をいう。こ

の場合において、「地域間幹線バス系統」は、複数市町村（た

だし、平成１３年３月３１日における市町村の状態に応じた

もの。）にまたがる平日１日当たりの計画運行回数が３回以

上のものとする。 

３．ハ①の補助対象地域間幹線系統が、エリア一括協定運行事

業の実施により当該事業の補助対象系統の一部となった場

合においても、引き続き補助対象地域間幹線系統とみなす。 
 

 

 

別表１０（第１６条第３項関連） 

 

地域内フィーダー系統確保維持費国庫補助金（運送継続計画に

係る 

  輸送人員 ÷ 運行回数 
 

（注） 

１．「フィーダー系統」とは、バスの停留所、鉄軌道駅、海港

及び空港において、地域間交通ネットワークと接続する運行

系統をいう。この場合の、「接続」とは、バス停留所相互又

はバス停留所と駅、海港又は空港との近接・共有、乗り継ぎ

に適したダイヤの設定、乗り継ぎ割引の設定など、乗り継ぎ

円滑化のためのいずれかの措置が講じられていることをい

う。 

２．「地域間交通ネットワーク」とは、地域間幹線バス系統、

鉄軌道路線、内航旅客船航路及び国内定期航空路をいう。こ

の場合において、「地域間幹線バス系統」は、複数市町村（た

だし、平成１３年３月３１日における市町村の状態に応じた

もの。）にまたがる平日１日当たりの計画運行回数が３回以

上のものとする。 

３．ハ①の補助対象地域間幹線系統が、エリア一括協定運行事

業の実施により当該事業の補助対象系統の一部となった場合に

おいても、引き続き補助対象地域間幹線系統とみなす。 
 

 

 

別表１０（第１６条第３項関連） 

 

地域内フィーダー系統確保維持費国庫補助金（運送継続計画に

係る 
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補助対象事業の基準） 

補助対

象事業

者 

補助対象

経費 

補助対象事業の基準 補助率 

活性化

法法定

協議会 

補助対象

系統に係

る補助対

象経常費

用と経常

収益との

差額であ

って、別

表８に定

めるとこ

ろにより

算出され

る経費 

 運行継続計画に位置づけられ

た運行系統であって、都道府県

又は市町村が定めた地域公共交通

計画に確保又は維持が必要とし

て掲載された運行系統の運行

のうち、次のイからチまでの全

てに適合するもの。 

イ 乗合バス事業者又は道路運送

法第７８条第二号に定める自家

用有償旅客運送を行う者であっ

て、運送継続計画に記載されて

いる運送予定者による運行であ

ること。 
 

ロ 道路運送法施行規則第３

条の３に規定する路線定期

運行、路線不定期運行若しく

は区域運行又は同規則第４

９条第一号に定める交通空白

地有償運送（「交通空白地有償

運送の登録に関する処理方針につ

いて」（令和２年１１月２７日付け

1/2 

補助対象事業の基準） 

補助対

象事業

者 

補助対象

経費 

補助対象事業の基準 補助率 

活性化

法法定

協議会 

補助対象

系統に係

る補助対

象経常費

用と経常

収益との

差額（乗

用タクシ

ー事業に

つ い て

は、市区

町村から

の運賃低

廉化に対

する支援

額）であ

って、別

表８に定

めるとこ

ろにより

算出され

る経費 

 運行継続計画に位置づけられ

た運行系統であって、都道府県

又は市町村が定めた地域公共交通

計画に確保又は維持が必要とし

て掲載された運行系統の運行

のうち、次のイからチまでの全

てに適合するもの。 

イ 乗合バス事業者若しくは乗用

タクシー事業者又は道路運送法

第７８条第二号に定める自家用

有償旅客運送を行う者であっ

て、運送継続計画に記載されて

いる運送予定者による運行であ

ること。 

ロ 道路運送法施行規則第３

条の３に規定する路線定期

運行、路線不定期運行若しく

は区域運行又は同規則第４

９条第一号に定める交通空白

地有償運送（「交通空白地有償

運送の登録に関する処理方針につ

いて」（令和２年１１月２７日付け

1/2（市

区町村

から運

賃低廉

化の支

援を受

ける乗

用タク

シー事

業に限

り、上限

１００

万円と

する。） 
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国自旅第３１６号）１に定める「交

通空白地有償運送」をいう。）であ

って乗合旅客の運送に係る

ものであること。（ただし、

交通空白地有償運送にあっ

ては、補助対象期間の開始前

に、国庫補助金の交付を申請

することを示した上で、道路

運送法施行規則第５１条の

１５第三号に規定する協議

が調っているものに限る。） 
 
 

ハ 地域間交通ネットワーク

に接続するフィーダー系統

であること。ただし、政令指

定都市又は特別区が専らそ

の運行を支援するもの及び

その運行区域のすべてが政

令指定都市又は特別の区域

内であるものを除く。 
 
 
 

 （補助対象期間中に政令指定

都市又は特別区に指定され

国自旅第３１６号）１に定める「交

通空白地有償運送」をいう。）であ

って乗合旅客の運送に係る

もの若しくは乗用タクシー

事業による運行であること。

（ただし、交通空白地有償運

送にあっては、補助対象期間

の開始前に、国庫補助金の交

付を申請することを示した

上で、道路運送法施行規則第

５１条の１５第三号に規定

する協議が調っているもの

に限る。） 

ハ 地域間交通ネットワーク

に接続するフィーダー系統

又は地域間交通ネットワー

クに接続する乗用タクシー

による運行であること。ただ

し、政令指定都市又は特別区

が専らその運行を支援する

もの及びその運行区域のす

べてが政令指定都市又は特

別の区域内であるものを除

く。 

 （補助対象期間中に政令指定

都市又は特別区に指定され
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た場合、次期補助対象年度よ

り適用する。） 

ニ 当該運行系統の運行内容に

ついて、効率的・効果的運行

のための「コミュニティバス

の導入に関するガイドライ

ン」（「地域公共交通会議及び

運営協議会に関する国土交通省

としての考え方について」（令和

２年１１月２７日付け国自旅第

３１５号）別添２）なども踏ま

え、地域における既存の交通

ネットワークや地域公共交

通計画の地域間幹線系統に

係る部分の記載との調整・整

合が図られているもの。 

ホ 運送継続計画に基づき地

方公共団体が支援するもの。 

ヘ 補助対象期間に、当該運行

系統の運行によって得る経

常収益が同期間の当該運行

系統の補助対象経常費用に

達していないもの。 

ト 補助対象期間の末日（９月

３０日）（補助対象期間の途

中に運送継続計画の末日が

た場合、次期補助対象年度よ

り適用する。） 

ニ 当該運行系統の運行内容に

ついて、効率的・効果的運行

のための「コミュニティバス

の導入に関するガイドライ

ン」（「地域公共交通会議及び

運営協議会に関する国土交通省

としての考え方について」（令和

２年１１月２７日付け国自旅第

３１５号）別添２）なども踏ま

え、地域における既存の交通

ネットワークや地域公共交

通計画の地域間幹線系統に

係る部分の記載との調整・整

合が図られているもの。 

ホ 運送継続計画に基づき地

方公共団体が支援するもの。 

ヘ 補助対象期間に、当該運行

系統の運行によって得る経

常収益が同期間の当該運行

系統の補助対象経常費用に

達していないもの。 

ト 補助対象期間の末日（９月

３０日）（補助対象期間の途

中に運送継続計画の末日が
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到来する場合にあっては、そ

の日）において引き続き運行

されるものであること 

チ 次式によって算出される

補助対象期間の１回当たり

の輸送量が２人以上である

もの（路線不定期運行、区域

運行（自家用有償旅客運送に

あっては路線を定めて不定

期に行う運送及び路線を定

めず行う運送）による運行を

除く。）。 

  輸送人員 ÷ 運行回数 

（注） 

１．「フィーダー系統」とは、バスの停留所、鉄軌道駅、海港

及び空港において、地域間交通ネットワークと接続する運行

系統をいう。この場合の、「接続」とは、バス停留所相互又

はバス停留所と駅、海港又は空港との近接・共有、乗り継ぎ

に適したダイヤの設定、乗り継ぎ割引の設定など、乗り継ぎ

円滑化のためのいずれかの措置が講じられていることをい

う。 

２．「地域間交通ネットワーク」とは、地域間幹線バス系統、

鉄軌道路線、内航旅客船航路及び国内定期航空路をいう。こ

の場合において、「地域間幹線バス系統」は、複数市町村（た

だし、平成１３年３月３１日における市町村の状態に応じた

もの。）にまたがる平日１日当たりの計画運行回数が３回以

到来する場合にあっては、そ

の日）において引き続き運行

されるものであること 

チ 次式によって算出される

補助対象期間の１回当たり

の輸送量が２人以上である

もの（路線不定期運行、区域

運行（自家用有償旅客運送に

あっては路線を定めて不定

期に行う運送及び路線を定

めず行う運送）及び乗用タク

シーによる運行を除く。）。 

  輸送人員 ÷ 運行回数 

（注） 

１．「フィーダー系統」とは、バスの停留所、鉄軌道駅、海港

及び空港において、地域間交通ネットワークと接続する運行

系統をいう。この場合の、「接続」とは、バス停留所相互又

はバス停留所と駅、海港又は空港との近接・共有、乗り継ぎ

に適したダイヤの設定、乗り継ぎ割引の設定など、乗り継ぎ

円滑化のためのいずれかの措置が講じられていることをい

う。 

２．「地域間交通ネットワーク」とは、地域間幹線バス系統、

鉄軌道路線、内航旅客船航路及び国内定期航空路をいう。こ

の場合において、「地域間幹線バス系統」は、複数市町村（た

だし、平成１３年３月３１日における市町村の状態に応じた

もの。）にまたがる平日１日当たりの計画運行回数が３回以
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上のものとする。 上のものとする。 

 

 

【本則：地域公共交通確保維持事業（エリア一括協定運行事業）】 

改 正 後 改 正 前 備考（改正主旨等） 

別表１０の３（第１８条の５関連） 

 

エリア一括協定運行事業（交付額の算出方法） 

交付額の算出方法 

（交付額の算出方法） 

１．交付する額は、補助対象事業の実施期間を通じた補

助金交付額総額に相当する額として、エリア一括協定

運行事業に係る運行系統のうち、本節による補助金の

交付を受けようとする補助対象期間が開始する前々

補助対象期間において第２編第１章第１節又は第２

節の補助金の交付を受けた運行系統（以下「前々期間

補助系統」という。）について、地域公共交通利便増

進実施計画の認定を受けた場合に算出される交付見

込額（以下この別表において「単年度交付額」という。）

の合計額に、補助対象期間の年数を乗じた額（以下こ

の別表において「実施期間交付額総額」という。）と

する。 

 

２．補助金の交付は、補助対象期間の初年度から最終年

度までの単年度ごとに行うものとし、単年度ごとに交

付する補助金の額は、実施期間交付額総額を補助対象

別表１０の３（第１８条の５関連） 

 

エリア一括協定運行事業（交付額の算出方法） 

交付額の算出方法 

（交付額の算出方法） 

１．交付する額は、補助対象事業の実施期間を通じた補

助金交付額総額に相当する額として、エリア一括協定

運行事業に係る運行系統のうち、本節による補助金の

交付を受けようとする補助対象期間が開始する前々

補助対象期間において第２編第１章第１節又は第２

節の補助金の交付を受けた運行系統（以下「前々期間

補助系統」という。）について交付された額（以下こ

の別表において「単年度交付額」という。）の合計額

に、補助対象期間の年数を乗じた額（以下この別表に

おいて「実施期間交付額総額」という。）とする。 

 

 

 

２．補助金の交付は、補助対象期間の初年度から最終年

度までの単年度ごとに行うものとし、単年度ごとに交

付する補助金の額は、実施期間交付額総額を補助対象

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

地域公共交通確保維持改

善事業において、令和 7

年度当初予算において盛

り込まれた、エリア一括

協定運行事業の交付額の

算定方法について地域公

共交通利便増進実施計画

の認定を受けた場合の交

付見込額とする改正。 
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期間の年数で除した額とする。 

 

（１８条の５第２項の規定による地域間幹線系統補助

等の交付額の算出方法） 

３．前々期間補助系統のうち、第１８条の５第２項の規

定によりエリア一括協定運行事業の補助対象系統と

ならない運行区間については、毎年度、当該前々期間

補助系統の全部の運行区間をエリア一括協定運行事

業の実施がなかったものとして第１節又は第２節の

補助金としてそれぞれ同節に定めるところにより算

定した補助金交付額 に、当該全部の運行区間のうち

エリア一括協定運行事業の補助対象系統とならない

運行区間の占める割合を乗じた額を第１節又は第２

節の補助金交付額とし、これを一の前々期間補助系統

ごとに算定する。この場合において、１．の単年度交

付額については、当該単年度交付額から、当該補助金

交付額の合計額に相当する額を減額するものとする。 

 

（１８条の５第３項の規定による分割した運行区間の

交付額の算出方法） 

４．前々期間補助系統のうち、第１８条の５第３項の規

定により異なる複数のエリア一括協定運行事業の補

助対象系統に分割する運行区間については、当該前々

期間補助系統の全部の運行区間をエリア一括協定運

行事業の実施がなかったものとして第１節又は第２

節の補助金としてそれぞれ同節に定めるところによ

期間の年数で除した額とする。 

 

（１８条の５第２項の規定による地域間幹線系統補助

等の交付額の算出方法） 

３．前々期間補助系統のうち、第１８条の５第２項の規

定によりエリア一括協定運行事業の補助対象系統と

ならない運行区間については、毎年度、当該前々期間

補助系統の全部の運行区間をエリア一括協定運行事

業の実施がなかったものとして第１節又は第２節の

補助金としてそれぞれ同節に定めるところにより算

定した補助金交付額 に、当該全部の運行区間のうち

エリア一括協定運行事業の補助対象系統とならない

運行区間の占める割合を乗じた額を第１節又は第２

節の補助金交付額とし、これを一の前々期間補助系統

ごとに算定する。この場合において、１．の単年度交

付額については、当該単年度交付額から、当該補助金

交付額の合計額に相当する額を減額するものとする。 

 

（１８条の５第３項の規定による分割した運行区間の

交付額の算出方法） 

４．前々期間補助系統のうち、第１８条の５第３項の規

定により異なる複数のエリア一括協定運行事業の補

助対象系統に分割する運行区間については、当該前々

期間補助系統の全部の運行区間をエリア一括協定運

行事業の実施がなかったものとして第１節又は第２

節の補助金としてそれぞれ同節に定めるところによ
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り算定した補助金交付額に、当該全部の運行区間のう

ち異なる複数のエリア一括協定運行事業の補助対象

系統に分割する各運行区間の占める割合を乗じた額

を、それぞれ異なる複数のエリア一括協定運行事業の

単年度交付額の一部として算入し、これを一の前々期

間補助系統ごとに算定する。 

（注） 

１．「運行区間の占める割合」については、運行区間の距離の

ほか、各運行区間の利用者の数など、合意して定める事項に

基づく割合とすることを妨げるものではない。 
 

 

附  則（国総地第１７６号、国鉄都第１５１号、国鉄事第４

９９号、国自旅第２９５号、国自技環第１７２号、国海内第２

０９号、国空事第１１２５号） 

第１条 この要綱の改正は、令和６年度第一次補正予算から

施行する。 

 

（交通ＤＸ・ＧＸによる経営改善支援事業等） 

第２条～第２５条（略） 

 

附則（国総地第１１号、国鉄都第７号、国鉄事第２５号、国

自旅第３号、国自技環第５号、国海内第３号、国空事第１４

号） 

第 1条 この要綱の改正は、令和７年度予算から施行する。 

 

り算定した補助金交付額に、当該全部の運行区間のう

ち異なる複数のエリア一括協定運行事業の補助対象

系統に分割する各運行区間の占める割合を乗じた額

を、それぞれ異なる複数のエリア一括協定運行事業の

単年度交付額の一部として算入し、これを一の前々期

間補助系統ごとに算定する。 

（注） 

１．「運行区間の占める割合」については、運行区間の距離の

ほか、各運行区間の利用者の数など、合意して定める事項に

基づく割合とすることを妨げるものではない。 
 

 

附  則（国総地第１７６号、国鉄都第１５１号、国鉄事第４

９９号、国自旅第２９５号、国自技環第１７２号、国海内第２

０９号、国空事第１１２５号） 

第１条 この要綱の改正は、令和６年度第一次補正予算から施

行する。 

 

（交通ＤＸ・ＧＸによる経営改善支援事業等） 

第２条～第２５条（略） 

 

（新規） 

 

 

（新規） 
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（エリア一括協定運行事業に係る補助対象事業の基準の特例

等） 

第２条 令和６年事業年度にエリア一括協定運行事業を含む

地域公共交通計画の認定を受けた市町村に係る別表 10 の３第

１項に定める「実施期間交付額総額」は、令和４年事業年度

において第２編第１章第１節又は第２節の補助金の交付を受

けた運行系統について、令和７年５月７日国総地第１１号改

正後の地域公共交通確保維持改善事業費補助金交付要綱別表

10 の３第１項に基づき算出される交付見込額に、補助対象期

間の年数を乗じた額とする。 

 

 

（新規） 

 

 

【本則：地域公共交通確保維持事業（離島航路）】 

改 正 後 改 正 前 備考（改正主旨等） 

（略） 

第２章 離島航路  

第１節 総則  

（定義）  

第２６条 この章において「離島航路」とは、本土（本州、北海道、

四国、九州及び沖縄をいう。）と離島（本土に附属する島をい

う。）とを連絡する航路、離島相互間を連絡する航路その他船舶

以外には交通機関がない地点間又は船舶以外の交通機関による

ことが著しく不便である地点間を連絡する航路をいう。  

２ この章において「離島航路事業」とは、離島航路における海上

運送法（昭和２４年 法律第１８７号）第２条第４項に規定する

旅客定期航路事業で同法の適用を受けるものをいい、「離島航路

（略） 

第２章 離島航路  

第１節 総則  

（定義）  

第２６条 この章において「離島航路」とは、本土（本州、北海道、

四国、九州及び沖縄をいう。）と離島（本土に附属する島をい

う。）とを連絡する航路、離島相互間を連絡する航路その他船舶

以外には交通機関がない地点間又は船舶以外の交通機関による

ことが著しく不便である地点間を連絡する航路をいう。  

２ この章において「離島航路事業」とは、離島航路における海上

運送法（昭和２４年 法律第１８７号）第２条第４項に規定する

旅客定期航路事業で同法の適用を受けるものをいい、「離島航路
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事業者」とは、離島航路事業を営む者をいう。  

３ 前項の規定にかかわらず、第２９条の事業の対象となっている

離島航路において、 利便増進計画又は運送継続計画に基づき、

旅客定期航路事業から海上運送法第２条７項に規定する貨客定

期航路事業又は同法第２条第９項に規定する一般不定期航路事

業に転換した場合については、これらの事業を離島航路事業と

みなす。 

４ この章において「効率化船舶」とは、別表１７に定める省エネ

ルギー性能の向上に 資する設備のいずれかを備える船舶、現在

使用している船舶に比べて総トン数が１０％以上小型化した船

舶又は離島航路事業者が共同で利用する予備船舶をいう。  

５ この章において「離島航路構造改革事業」とは、離島航路の維

持・改善のために、 協議会において、当該航路の経営診断など

で問題点や課題を正確に把握した上で、将来の欠損増大・経営破

綻を回避するための改革の取組をいう。 

（略） 

事業者」とは、離島航路事業を営む者をいう。  

３ 前項の規定にかかわらず、第２９条の事業の対象となっている

離島航路において、 利便増進計画又は運送継続計画に基づき、

旅客定期航路事業から海上運送法第２条第３項に規定する貨物

定期航路事業（人の運送をするものに限る。）又は同法第２０条

第２項に規定する人の運送をする不定期航路事業に転換した場

合については、これらの事業を離島航路事業とみなす。 

４ この章において「効率化船舶」とは、別表１７に定める省エネ

ルギー性能の向上に 資する設備のいずれかを備える船舶、現在

使用している船舶に比べて総トン数が１０％以上小型化した船

舶又は離島航路事業者が共同で利用する予備船舶をいう。  

５ この章において「離島航路構造改革事業」とは、離島航路の維

持・改善のために、 協議会において、当該航路の経営診断などで

問題点や課題を正確に把握した上で、将来の欠損増大・経営破綻を

回避するための改革の取組をいう。 

（略） 

 

 

 

海上運送法改正に伴う

修正。 

 

【本則：地域公共交通調査事業（アップデート化推進事業等）】 

改 正 後 改 正 前 備考（改正主旨等） 

別表２（第６条第１項関連） 

 

地域間幹線系統確保維持費国庫補助金（補助対象経費の算出方

法） 

補助対象経費の算出方法 

１．補助対象経費の額は、補助対象経常費用の見込額と経常

収益の見込額との差額とする。ただし、補助対象経常費用

別表２（第６条第１項関連） 

 

地域間幹線系統確保維持費国庫補助金（補助対象経費の算出方

法） 

補助対象経費の算出方法 

１．補助対象経費の額は、補助対象経常費用の見込額と経常

収益の見込額との差額とする。ただし、補助対象経常費用
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の見込額の９／２０に相当する額を限度とする。（補助対

象期間中に補助対象系統の合併・分割その他の再編が予定

されている場合は、再編前後の運行予定日数に応じて算出

した額の合計額とする。） 

２．補助対象経常費用の見込額は、次式によって算出して得

られた額以下の額とする。 

  当該運送予定者の実車走行キロ当たり経常費用の見込額 

× 当該補助対象系統の計画実車走行キロ 

  ただし、実車走行キロ当たり経常費用の見込額が、別表

６に基づく補助ブロック毎に定める地域キロ当たり標準

経常費用を上回る場合は、次式によって算出して得られた

額以下の額とする。（沖縄県及び離島に係る運行系統を除

く。） 

  地域キロ当たり標準経常費用 × 当該補助対象系統

の計画実車走行キロ 

３．経常収益の見込額は、次式によって算出して得られた額

以上の額とする。 

  当該補助対象系統の実車走行キロ当たり経常収益の見

込額 × 当該補助対象系統の計画実車走行キロ 

  ただし、新設運行系統で実績額がない場合は、補助対象

経常費用の見込額の１１／２０に相当する額と 

 活性化法法定協議会が算出する経常収益の見込額のうち、

いずれか高い額とする。 

４．補助対象系統が他の運行系統と競合し、その競合区間の

キロ程の合計が当該補助対象系統の５０％以上である場

合にあっては、当該競合運行系統の輸送量の和が１日当た

の見込額の９／２０に相当する額を限度とする。（補助対

象期間中に補助対象系統の合併・分割その他の再編が予定

されている場合は、再編前後の運行予定日数に応じて算出

した額の合計額とする。） 

２．補助対象経常費用の見込額は、次式によって算出して得

られた額以下の額とする。 

  当該運送予定者の実車走行キロ当たり経常費用の見込額 

× 当該補助対象系統の計画実車走行キロ 

  ただし、実車走行キロ当たり経常費用の見込額が、別表

６に基づく補助ブロック毎に定める地域キロ当たり標準

経常費用を上回る場合は、次式によって算出して得られた

額以下の額とする。（沖縄県及び離島に係る運行系統を除

く。） 

  地域キロ当たり標準経常費用 × 当該補助対象系統

の計画実車走行キロ 

３．経常収益の見込額は、次式によって算出して得られた額

以上の額とする。 

  当該補助対象系統の実車走行キロ当たり経常収益の見

込額 × 当該補助対象系統の計画実車走行キロ 

  ただし、新設運行系統で実績額がない場合は、補助対象

経常費用の見込額の１１／２０に相当する額と 

 活性化法法定協議会が算出する経常収益の見込額のうち、

いずれか高い額とする。 

４．補助対象系統が他の運行系統と競合し、その競合区間の

キロ程の合計が当該補助対象系統の５０％以上である場

合にあっては、当該競合運行系統の輸送量の和が１日当た
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り１５０人を超えることが見込まれるものに係る補助対

象経費の額は、次式により計算された額とする。 
 
  当該補助対象系統の補助対象経常費用の見込額と経常
収益の見込額との差額× 

                        当該

補助対象系統の総キロ程－競合区間に係るキロ程 

                              

当該補助対象系統の総キロ程 

５．補助対象経費の額は、平均乗車密度の見込数値が５人未

満の補助対象系統については、当該運行系統の輸送量を５

人で除した数値（端数切り捨て）を運行回数とみなした場

合の当該運行回数分に相当する額とする。ただし、過去に

地域公共交通計画、生活交通確保維持改善計画又は被災地域

生活交通確保維持計画において補助対象となっていない

運行系統であって、別表２５の地域公共交通協働トライア

ル推進事業の要件を満たす地域公共交通計画に位置付け

られた補助対象系統にあっては、３年間に限り、この限り

ではない。 

 

（注） 

１．「運送予定者の実車走行キロ当たり経常費用」とは、運送予

定者（地域公共交通計画に運送予定者として記載された者。

以下この表において同じ。）の基準期間（※１）を含む過去

３年間（※３）における乗合バス事業の経常費用を実車走行

キロの実績値で除した１キロメートル当たりの経常費用（当

該期間における一時的な燃料費の高騰その他の特別の理由に

より算出された額をそのまま適用することが適当でないと認

り１５０人を超えることが見込まれるものに係る補助対

象経費の額は、次式により計算された額とする。 
 
  当該補助対象系統の補助対象経常費用の見込額と経常
収益の見込額との差額× 

                        当該

補助対象系統の総キロ程－競合区間に係るキロ程 

                              

当該補助対象系統の総キロ程 

５．補助対象経費の額は、平均乗車密度の見込数値が５人未

満の補助対象系統については、当該運行系統の輸送量を５

人で除した数値（端数切り捨て）を運行回数とみなした場

合の当該運行回数分に相当する額とする。ただし、過去に

地域公共交通計画、生活交通確保維持改善計画又は被災地域

生活交通確保維持計画において補助対象となっていない

運行系統であって、別表２５の地域公共交通協働トライア

ル推進事業の要件を満たす地域公共交通計画に位置付け

られた補助対象系統にあっては、３年間に限り、この限り

ではない。 

 

（注） 

１．「運送予定者の実車走行キロ当たり経常費用」とは、運送予

定者（地域公共交通計画に運送予定者として記載された者。

以下この表において同じ。）の基準期間（※１）を含む過去

３年間（※３）における乗合バス事業の経常費用を実車走行

キロの実績値で除した１キロメートル当たりの経常費用（当

該期間における一時的な燃料費の高騰その他の特別の理由に

より算出された額をそのまま適用することが適当でないと認
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められるときは、大臣が適当と認める額）を平均して得られ

た額をいう。（第２編第１章第３節に係る経常費用を除く。） 

２．「地域キロ当たり標準経常費用」とは、乗合バス事業の運賃

原価算定基準により算定された基準年度（※２）を含む過去

３年間（※３）における乗合バス事業の標準原価に基づき算

出される地方民営乗合バス事業者の当該補助ブロックを含む

地域の実車走行キロ１キロメートル当たりの標準経常費用を

平均して得られた額をいう。（第２編第１章第３節に係る経

常費用を除く。） 

 なお、大臣は、地域キロ当たり標準経常費用の算出に当たり、

当該地域キロ当たり標準経常費用の対象期間における燃料価

格その他地域キロ当たり標準経常費用を構成する要素が直近

の値と著しく乖離しており、適切な設定ができない場合には、

これを補正した上で算出することとする。 

３．「補助対象系統の実車走行キロ当たり経常収益」とは、運送

予定者の基準期間（※１）を含む過去３年間（※３）におけ

る補助対象系統の経常収益を実車走行キロの実績値で除した

１キロメートル当たりの経常収益を平均して得られた額をい

う。 

４．前項の規定に関わらず、運賃改定が行われた補助対象系統

における実車走行キロ当たり経常費用の見込額が、別表６に

基づく補助ブロック毎に定める地域キロ当たり標準経常費

用を上回る場合の「補助対象系統の実車走行キロ当たり経常

収益」は、当該運賃改定が行われた時期に応じて①～③によ

って算出される額を前項で得られる額から減じた額とする。 

ただし、①～③によって算出される額が「当該運送予定者

められるときは、大臣が適当と認める額）を平均して得られ

た額をいう。（第２編第１章第３節に係る経常費用を除く。） 

２．「地域キロ当たり標準経常費用」とは、乗合バス事業の運賃

原価算定基準により算定された基準年度（※２）を含む過去

３年間（※３）における乗合バス事業の標準原価に基づき算

出される地方民営乗合バス事業者の当該補助ブロックを含む

地域の実車走行キロ１キロメートル当たりの標準経常費用を

平均して得られた額をいう。（第２編第１章第３節に係る経

常費用を除く。） 

 なお、大臣は、地域キロ当たり標準経常費用の算出に当たり、

当該地域キロ当たり標準経常費用の対象期間における燃料価

格その他地域キロ当たり標準経常費用を構成する要素が直近

の値と著しく乖離しており、適切な設定ができない場合には、

これを補正した上で算出することとする。 

３．「補助対象系統の実車走行キロ当たり経常収益」とは、運送

予定者の基準期間（※１）を含む過去３年間（※３）におけ

る補助対象系統の経常収益を実車走行キロの実績値で除した

１キロメートル当たりの経常収益を平均して得られた額をい

う。 

４．前項の規定に関わらず、運賃改定が行われた補助対象系統

における実車走行キロ当たり経常費用の見込額が、別表６に

基づく補助ブロック毎に定める地域キロ当たり標準経常費

用を上回る場合の「補助対象系統の実車走行キロ当たり経常

収益」は、当該運賃改定が行われた時期に応じて①～③によ

って算出される額を前項で得られる額から減じた額とする。 

ただし、①～③によって算出される額が「当該運送予定者
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の実車走行キロ当たり経常費用の見込額」と「地域キロ当た

り標準経常費用」の差分を上回る場合は、当該差分を前項で

得られる額から減じた額とする。 

①基準期間に運賃改定が行われた場合 

「基準期間における１キロメートル当たりの経常収益」×

「当該運賃改定に係る運送予定者の運賃の平均値上げ

率」÷（１＋「当該運賃改定に係る運送予定者の運賃の平

均値上げ率） 

②基準期間の前補助対象期間に運賃改定が行われた場合 

「①で算出される額」×２÷３ 

③基準期間の前々補助対象期間に運賃改定が行われた場合 

「①で算出される額」÷３ 

５．「離島」とは、離島振興法第２条第１項の規定に基づき指定

された同項の離島振興対策実施地域に含まれる島、奄美群島

振興開発特別措置法第１条に規定する奄美群島に属する島及

び小笠原諸島振興開発特別措置法（昭和４４年法律第７９号）

第２条第１項に規定する小笠原諸島に属する島並びに沖縄振

興特別措置法第３条第三号に規定する離島をいう。 

６．「地域公共交通協働トライアル推進事業」とは、交通圏全体

を見据えた持続可能な地域公共交通ネットワークの実現に向

け、都道府県と複数の市町村を構成員に含む活性化法法定協

議会が主体となった協働による取組を行う事業であって、次

に掲げる要件を満たすものをいう。この場合、補助対象事業

者は、都道府県及び複数の市町村を構成員に含む活性化法法

定協議会に限る。 

イ 地域公共交通計画に、地域旅客運送サービスについて 

の実車走行キロ当たり経常費用の見込額」と「地域キロ当た

り標準経常費用」の差分を上回る場合は、当該差分を前項で

得られる額から減じた額とする。 

①基準期間に運賃改定が行われた場合 

「基準期間における１キロメートル当たりの経常収益」×

「当該運賃改定に係る運送予定者の運賃の平均値上げ

率」÷（１＋「当該運賃改定に係る運送予定者の運賃の平

均値上げ率） 

②基準期間の前補助対象期間に運賃改定が行われた場合 

「①で算出される額」×２÷３ 

③基準期間の前々補助対象期間に運賃改定が行われた場合 

「①で算出される額」÷３ 

５．「離島」とは、離島振興法第２条第１項の規定に基づき指定

された同項の離島振興対策実施地域に含まれる島、奄美群島

振興開発特別措置法第１条に規定する奄美群島に属する島及

び小笠原諸島振興開発特別措置法（昭和４４年法律第７９号）

第２条第１項に規定する小笠原諸島に属する島並びに沖縄振

興特別措置法第３条第三号に規定する離島をいう。 

（新規） 
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イアル推進事業」につい

て、初出のため注釈を追
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の利用者の数、収支、費用に係る国又は地方公共団体の支出

の額に加え、広域移動手段の確保、地域内交通と地域間交通

との円滑な接続の確保等の観点からの目標値その他の定量

的な目標値を記載すること。 

ロ 交通圏全体で、利用者の利便性を向上し、効果的・効率的

な地域公共交通ネットワークの実現を図るため、地域公共

交通ネットワークの再構築や、地方公共団体と交通事業者

との役割分担の見直しについて検討し、地域公共交通計画

に、路線等ごとの役割や運営のあり方を明確に記載するこ

と。 

ハ 地域公共交通計画に、都道府県及び複数の市町村の協働

に関わる、組織・体制、費用負担その他の具体的な事項を記

載すること。 

 

（※１）基準期間とは、補助対象期間（１０月１日～翌９月末

日）の前々補助対象期間をいう。 

（※２）基準年度とは、補助金の交付を受けようとする会計年

度（４月１日～翌３月末日）の前々々会計年度をいう。 

（※３）過去３年間とは、基準期間又は基準年度を最終年度と

する連続した過去３年間をいう。 

 

 

別表８（第１６条第１項関連） 

地域内フィーダー系統確保維持費国庫補助金（補助対象経費の

算出方法） 

補助対象経費の算出方法 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（※１）基準期間とは、補助対象期間（１０月１日～翌９月末

日）の前々補助対象期間をいう。 

（※２）基準年度とは、補助金の交付を受けようとする会計年

度（４月１日～翌３月末日）の前々々会計年度をいう。 

（※３）過去３年間とは、基準期間又は基準年度を最終年度と

する連続した過去３年間をいう。 

 

 

別表８（第１６条第１項関連） 

地域内フィーダー系統確保維持費国庫補助金（補助対象経費の

算出方法） 

補助対象経費の算出方法 
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１．補助対象系統が運行する市区町村毎の国庫補助金の交付

額は、市区町村毎の地域内フィーダー系統に係る補助対象

経費の合計額の１／２と、当該市区町村毎に算定される国

庫補助上限額の、いずれか少ない方の額以内の額（ただし、

乗用タクシー事業により運行する市区町村毎の国庫補助金の交付額

は、市区町村からの運賃低廉化に対する支援額の１／２と、タクシー運

賃低廉化措置への国庫補助上限額の、いずれか少ない方の額以内の

額）とする。（補助対象期間中に補助対象系統の合併・分

割その他の再編が予定されている場合は、再編前後の運行

予定日数に応じて算出した額の合計額とする。） 

２．補助対象経費の額は、次式によって算出される補助対象

経常費用と経常収益との差額とする。 

３．補助対象経常費用は、次式によって算出して得られた額

とする。 

 （路線を定めて行う乗合バス事業及び自家用有償旅客運送

の場合） 

  運送実施者の実車走行キロ当たり経常費用 × 当該

補助対象系統の実車走行キロ 

  ただし、実車走行キロ当たり経常費用が、別表６に基づ

く補助ブロック毎に定める地域キロ当たり標準経常費用

を上回る場合は、次式によって算出して得られた額とす

る。（沖縄県及び離島に係る運行系統を除く。） 

  地域キロ当たり標準経常費用 × 当該補助対象系統

の実車走行キロ 

 （上記以外の乗合バス事業及び自家用有償旅客運送の場

合） 

１．補助対象系統が運行する市区町村毎の国庫補助金の交付

額は、市区町村毎の地域内フィーダー系統に係る補助対象

経費の合計額の１／２と、当該市区町村毎に算定される国

庫補助上限額の、いずれか少ない方の額以内の額（ただし、

乗用タクシー事業により運行する市区町村毎の国庫補助金の交付額

は、市区町村からの運賃低廉化に対する支援額の１／２と、タクシー運

賃低廉化措置への国庫補助上限額の、いずれか少ない方の額以内の

額）とする。（補助対象期間中に補助対象系統の合併・分

割その他の再編が予定されている場合は、再編前後の運行

予定日数に応じて算出した額の合計額とする。） 

２．補助対象経費の額は、次式によって算出される補助対象

経常費用と経常収益との差額とする。 

３．補助対象経常費用は、次式によって算出して得られた額

とする。 

 （路線を定めて行う乗合バス事業及び自家用有償旅客運送

の場合） 

  運送実施者の実車走行キロ当たり経常費用 × 当該

補助対象系統の実車走行キロ 

  ただし、実車走行キロ当たり経常費用が、別表６に基づ

く補助ブロック毎に定める地域キロ当たり標準経常費用

を上回る場合は、次式によって算出して得られた額とす

る。（沖縄県及び離島に係る運行系統を除く。） 

  地域キロ当たり標準経常費用 × 当該補助対象系統

の実車走行キロ 

 （上記以外の乗合バス事業及び自家用有償旅客運送の場

合） 
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   運送実施者の時間当たり経常費用 × 当該補助対

象系統のサービス提供時間 

  ただし、事業者時間当たり経常費用が別表６に基づく補

助ブロック毎に定める地域時間当たり標準経常費用を上

回る場合は、次式によって算出して得られた額とする。（沖

縄県及び離島に係る運行系統を除く。） 

   地域時間当たり標準経常費用 × 当該補助対象系

統のサービス提供時間 

４．経常収益は、補助対象期間における当該補助対象系統の

実績額とする。 

５．補助対象系統が存する市区町村毎の国庫補助上限額は、

当該市区町村の人口等を基準として国土交通大臣が算定

する額とする。ただし、地域公共交通協働トライアル推進

事業の要件を満たす地域公共交通計画の対象区域内の市

区町村にあっては、３年間に限り、当該市区町村毎の国庫

補助上限額の合計額の範囲内で交付できるものとする。 

 

（注） 

１．「運送実施者の実車走行キロ当たり経常費用」とは、運送実

施者（地域公共交通計画に運送予定者として記載され、運行

を行った者。以下この表において同じ。）の補助対象期間に

おける乗合バス事業又は自家用有償旅客運送の経常費用の実

績額を、補助対象期間における実車走行キロの実績値で除し

た１キロメートル当たりの経常費用をいう。（第２編第１章

第３節に係る経常費用を除く。） 

２．「補助対象事業者の時間当たり経常費用」とは、運送実施者

   運送実施者の時間当たり経常費用 × 当該補助対

象系統のサービス提供時間 

  ただし、事業者時間当たり経常費用が別表６に基づく補

助ブロック毎に定める地域時間当たり標準経常費用を上

回る場合は、次式によって算出して得られた額とする。（沖

縄県及び離島に係る運行系統を除く。） 

   地域時間当たり標準経常費用 × 当該補助対象系

統のサービス提供時間 

４．経常収益は、補助対象期間における当該補助対象系統の

実績額とする。 

５．補助対象系統が存する市区町村毎の国庫補助上限額は、

当該市区町村の人口等を基準として国土交通大臣が算定

する額とする。ただし、別表２５の地域公共交通協働トラ

イアル推進事業の要件を満たす地域公共交通計画の対象

区域内の市区町村にあっては、３年間に限り、当該市区町

村毎の国庫補助上限額の合計額の範囲内で交付できるも

のとする。 

（注） 

１．「運送実施者の実車走行キロ当たり経常費用」とは、運送実

施者（地域公共交通計画に運送予定者として記載され、運行

を行った者。以下この表において同じ。）の補助対象期間に

おける乗合バス事業又は自家用有償旅客運送の経常費用の実

績額を、補助対象期間における実車走行キロの実績値で除し

た１キロメートル当たりの経常費用をいう。（第２編第１章

第３節に係る経常費用を除く。） 

２．「補助対象事業者の時間当たり経常費用」とは、運送実施者
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の補助対象期間における乗合バス事業又は自家用有償旅客運

送の経常費用の実績額を、補助対象期間におけるサービス提

供時間の実績値で除した１時間当たりの経常費用をいう。（第

２編第１章第３節に係る経常費用を除く。） 

３．「地域キロ当たり標準経常費用」とは、乗合バス事業の運賃

原価算定基準により算定された基準年度（※１）を含む過去

３年間（※２）における乗合バス事業の標準原価に基づき算

出される地方民営乗合バス事業者の当該補助ブロックを含む

地域の実車走行キロ１キロメートル当たりの標準経常費用を

平均して得られた額をいう。（第２編第１章第３節に係る経

常費用を除く。）なお、自家用有償旅客運送に係る地域キロ

当たり標準経常費用は、乗合バス事業者に係る地域キロ当た

り標準経常費用を基礎として、注４に係る地域時間当たり標

準経常費用の乗合バス事業と自家用有償旅客運送との差額を

基礎として算出された額をいう。 

４．「地域時間当たり標準経常費用」とは、毎年度の乗合バス事

業及び自家用有償旅客運送の費用に係る実態調査による当該

補助ブロックを含む地域の１時間当たりの標準経常費用を基

礎として算出された額をいう。（第２編第１章第３節に係る

経常費用を除く。）なお、当分の間、当該補助ブロックは全

国一律のものとする。 

５．大臣は、地域キロ当たり標準経常費用又は地域時間当たり

標準経常費用の算出に当たり、当該地域キロ当たり標準経常

費用又は地域時間当たり標準経常費用の対象期間における燃

料価格その他地域キロ当たり標準経常費用又は地域時間当た

り標準経常費用を構成する要素が直近の値と著しく乖離して

の補助対象期間における乗合バス事業又は自家用有償旅客運

送の経常費用の実績額を、補助対象期間におけるサービス提

供時間の実績値で除した１時間当たりの経常費用をいう。（第

２編第１章第３節に係る経常費用を除く。） 

３．「地域キロ当たり標準経常費用」とは、乗合バス事業の運賃

原価算定基準により算定された基準年度（※１）を含む過去

３年間（※２）における乗合バス事業の標準原価に基づき算

出される地方民営乗合バス事業者の当該補助ブロックを含む

地域の実車走行キロ１キロメートル当たりの標準経常費用を

平均して得られた額をいう。（第２編第１章第３節に係る経

常費用を除く。）なお、自家用有償旅客運送に係る地域キロ

当たり標準経常費用は、乗合バス事業者に係る地域キロ当た

り標準経常費用を基礎として、注４に係る地域時間当たり標

準経常費用の乗合バス事業と自家用有償旅客運送との差額を

基礎として算出された額をいう。 

４．「地域時間当たり標準経常費用」とは、毎年度の乗合バス事

業及び自家用有償旅客運送の費用に係る実態調査による当該

補助ブロックを含む地域の１時間当たりの標準経常費用を基

礎として算出された額をいう。（第２編第１章第３節に係る

経常費用を除く。）なお、当分の間、当該補助ブロックは全

国一律のものとする。 

５．大臣は、地域キロ当たり標準経常費用又は地域時間当たり

標準経常費用の算出に当たり、当該地域キロ当たり標準経常

費用又は地域時間当たり標準経常費用の対象期間における燃

料価格その他地域キロ当たり標準経常費用又は地域時間当た

り標準経常費用を構成する要素が直近の値と著しく乖離して
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おり、適切な設定ができないと認める場合には、これを補正

した上で算出することとする。 

６．「離島」とは、離島振興法第２条第１項の規定に基づき指定

された同項の離島振興対策実施地域に含まれる島、奄美群島

振興開発特別措置法第１条に規定する奄美群島に属する島及

び小笠原諸島振興開発特別措置法第２条第１項に規定する小

笠原諸島に属する島並びに沖縄振興特別措置法第３条第三号

に規定する離島をいう。 

（※１）基準年度とは、補助金の交付を受けようとする会計年

度（４月１日～翌３月末日）の前々会計年度をいう。 

（※２）過去３年間とは、基準年度を最終年度とする連続した

過去３年間をいう。 

 

 

別表２５（第１０７条第２項） 

地域公共交通調査事業（補助対象経費等） 

補助対象経費 補助率 

（１）第２条第１項第七号イ及びロに掲げる計画の策

定調査に係る事業（訪日外国人旅行者を含む利用

者の移動を円滑に行うための二次交通に関する

調査を除く。） 

・計画策定のための調査に要する費用（協議会開催等

の事務費、地域のデータの収集・分析の費用、住民・

利用者アンケートの実施費用、専門家の招聘費用、

モビリティマネジメントの実施等地域住民への啓

発事業の費用、短期間の実証調査のための費用 

１／２（上限

額５００万

円、１，００

０万円、２，

０００万円

（※）） 

 

 

 

おり、適切な設定ができないと認める場合には、これを補正

した上で算出することとする。 

６．「離島」とは、離島振興法第２条第１項の規定に基づ

き指定された同項の離島振興対策実施地域に含まれる島、奄

美群島振興開発特別措置法第１条に規定する奄美群島に属す

る島及び小笠原諸島振興開発特別措置法第２条第１項に規定

する小笠原諸島に属する島並びに沖縄振興特別措置法第３条

第三号に規定する離島をいう。 

（※１）基準年度とは、補助金の交付を受けようとする会計年

度（４月１日～翌３月末日）の前々会計年度をいう。 

（※２）過去３年間とは、基準年度を最終年度とする連続した

過去３年間をいう。 

 

 

別表２５（第１０７条第２項） 

地域公共交通調査事業（補助対象経費等） 

補助対象経費 補助率 

（１）第２条第１項第七号イ及びロに掲げる計画の策

定調査に係る事業（訪日外国人旅行者を含む利用

者の移動を円滑に行うための二次交通に関する

調査を除く。） 

・計画策定のための調査に要する費用（協議会開催等

の事務費、地域のデータの収集・分析の費用、住民・

利用者アンケートの実施費用、専門家の招聘費用、

モビリティマネジメントの実施等地域住民への啓

発事業の費用、短期間の実証調査のための費用 

１／２（上限

額５００万

円、１，００

０万円、１，

５００万円

（※）） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「他分野輸送（スクール

バス・福祉送迎・貨物輸送

等）を含めた地域公共交

通計画」及び「立地適正化

計画と一体的に策定する

地域公共交通計画」につ

いては、いずれもアップ
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等） 

 

 

 

 

補助金の額 

 

 

 

 

次に掲げる額のうち、いずれか少ない額とする。 

（１）補助対象経費の実績額に、補助率を乗じて得た

額 

（２）補助金交付決定額 

（３）補助対象経費から当該事業に係る収入に相当す

る額を控除した額に、補助率を乗じて得た額 

（注） 

１．補助対象経費には、土地の取得に要する費用を除く。 

２．補助対象経費に係る消費税のうち、仕入控除を行う場合における仕

入れ控除の対象となる消費税相当分については、補助対象としないも

のとする。 

 また補助対象経費に係る消費税のうち、一部又は全部について仕入

控除ができない場合は、その旨を記した理由書を申請書に添付し、補

助対象経費に係る消費税相当額も補助対象とするものとする。上記に

より消費税相当額を含めて補助対象経費とした場合は、様式第５－１

４に当該補助対象事業完了年度の消費税の確定申告書等を添付して

提出するものとする。 

３．（※）の補助上限額については、次の表の左欄に掲げる事業について、

それぞれ右欄に掲げるところにより適用する。 

 

事業 補助上限額 

地域公共交通アップデート化推進事業（市町村型） 

 

1,000万円 

 

等） 

 

 

 

 

補助金の額 

 

 

 

 

次に掲げる額のうち、いずれか少ない額とする。 

（１）補助対象経費の実績額に、補助率を乗じて得た

額 

（２）補助金交付決定額 

（３）補助対象経費から当該事業に係る収入に相当す

る額を控除した額に、補助率を乗じて得た額 

（注） 

１．補助対象経費には、土地の取得に要する費用を除く。 

２．補助対象経費に係る消費税のうち、仕入控除を行う場合における仕

入れ控除の対象となる消費税相当分については、補助対象としないも

のとする。 

 また補助対象経費に係る消費税のうち、一部又は全部について仕入

控除ができない場合は、その旨を記した理由書を申請書に添付し、補

助対象経費に係る消費税相当額も補助対象とするものとする。上記に

より消費税相当額を含めて補助対象経費とした場合は、様式第５－１

４に当該補助対象事業完了年度の消費税の確定申告書等を添付して

提出するものとする。 

３．（※）の補助上限額については、次の表の左欄に掲げる事業について、

それぞれ右欄に掲げるところにより適用する。 

 

事業 補助上限額 

①他分野輸送（スクールバス・福祉送迎・貨物輸送

等）を含めた地域公共交通計画 

1,000万円 

 

デート化推進事業に含ま

れることから、当該記載

を削除し、アップデート

化推進事業に統合 

 

アップデート化推進事業

について、地域の公共交

通リ・デザイン実現会議

（議長・国土交通大臣）

のとりまとめ（令和６年

５月公表）において、地

域に不可欠な社会基盤と

いえる地域交通の厳しい

状況を踏まえ、地方公共

団体や交通事業者に加

え、他分野の関係者や住

民等が、地域のあらゆる

関係者が一体となって地

域交通のリ・デザインと

社会的課題の解決に取り

組む連携・協働の取組を

促進する方向性と、その

方策の一つとして活性化

法法定協議会、地域公共

交通計画等の「アップデ

ート」を促進する方針が
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地域公共交通アップデート化推進事業（広域型） 2,000万円 

地域公共交通アップデート化推進事業は、機動的・横断的な

実行体制の下、モビリティ・データを利活用しつつ、今後の施策

の実行及び評価等に係る項目を備えた地域公共交通計画の策定

を推進する事業をいう。 

なお、地域公共交通アップデート化推進事業（広域型）は、上

記のうち複数の市町村を構成員に含む活性化法法定協議会が主体と

なった事業をいい、補助対象事業者は、複数の市町村を構成員に含む

活性化法法定協議会に限る。 

 

②立地適正化計画と一体的に策定する地域公共交通

計画 

 

 

地域公共交通協働トライアル推進事業 1,500万円 

なお、地域公共交通協働トライアル推進事業は、交通圏全体を見

据えた持続可能な地域公共交通ネットワークの実現に向け、都道府県

と複数の市町村を構成員に含む活性化法法定協議会が主体となった

協働による取組を行う事業であって、次に掲げる要件を満たすものを

いう。この場合、補助対象事業者は、都道府県及び複数の市町村を構

成員に含む活性化法法定協議会に限る。 

 

 

イ 地域公共交通計画に、地域旅客運送サービスについての利用者の

数、収支、費用に係る国又は地方公共団体の支出の額に加え、広域

移動手段の確保、地域内交通と地域間交通との円滑な接続の確保

等の観点からの目標値その他の定量的な目標値を記載すること。 

ロ 交通圏全体で、利用者の利便性を向上し、効果的・効率的な地域

公共交通ネットワークの実現を図るため、地域公共交通ネットワ

ークの再構築や、地方公共団体と交通事業者との役割分担の見直

しについて検討し、地域公共交通計画に、路線等ごとの役割や運営

のあり方を明確に記載すること。 

ハ 地域公共交通計画に、都道府県及び複数の市町村の協働に関わ

る、組織・体制、費用負担その他の具体的な事項を記載すること。 

 

示されている。 

 

 

地域公共交通協働トライ

アル推進事業について、

地域公共交通アップデー

ト化推進事業（広域型）に

統合 
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【附則：「交通空白」解消等リ・デザイン全面展開プロジェクト】 

改 正 後 改 正 前 備考（改正主旨等） 

附  則（「国総地第１７２号、国自旅第２９１号」、「国総地

第１１号、国自旅第３号」） 

 

第１条 この要綱の改正は、令和６年度第一次補正予算から施行

する。 

 

（「交通空白」解消等リ・デザイン全面展開プロジェクト） 

第２条 大臣は、令和６年度補正予算及び令和７年度予算に限

り、「交通空白」の早期解消・持続可能な地域交通の実現に向

け、地域のくらしと一体として捉え地域の多様な関係者が連携

して行う「共創型交通」や、「交通空白」の早期解消に向けた

地域の取組の立ち上げ支援のほか、地域の公共交通のリ・デザ

インを加速化する「モビリティ支援人材の育成・確保」を図る

事業や、マルチモーダルかつシームレスな移動体験を提供する

MaaS(Mobility as a Service)の取組（以下「交通空白」解消等

リ・デザイン全面展開プロジェクトという。）を行う者に対

し、この条から附則第５条までに定めるところにより、予算の

範囲内において当該事業を行う者（以下この条から附則第２０

条までにおいて、「補助対象事業者」という。）に対し補助金

を交付する。 

 

第３条～第５条（略） 

附  則（国総地第１７２号、国自旅第２９１号） 

 

 

第１条 この要綱の改正は、令和６年度第一次補正予算から施行

する。 

 

（「交通空白」解消等リ・デザイン全面展開プロジェクト） 

第２条 大臣は、令和６年度補正予算に限り、「交通空白」の早

期解消・持続可能な地域交通の実現に向け、地域のくらしと一

体として捉え地域の多様な関係者が連携して行う「共創型交

通」や、「交通空白」の早期解消に向けた地域の取組の立ち上

げ支援のほか、地域の公共交通のリ・デザインを加速化する

「モビリティ支援人材の育成・確保」を図る事業や、マルチモ

ーダルかつシームレスな移動体験を提供する MaaS(Mobility as 

a Service)の取組（以下「交通空白」解消等リ・デザイン全面

展開プロジェクトという。）を行う者に対し、この条から附則

第５条までに定めるところにより、予算の範囲内において当該

事業を行う者（以下この条から附則第２０条までにおいて、

「補助対象事業者」という。）に対し補助金を交付する。 

 

 

第３条～第５条（略） 

 

 

 

 

 

 

 

令和７年度当初予算にお

いて盛り込まれた「「交

通空白」解消等リ・デザ

イン全面展開プロジェク

ト」への支援に関する規

定を盛り込む旨の改正を

行う。 
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【附則：交通ＤＸ・ＧＸによる経営改善支援事業等、自動運転社会実装推進事業】 

改 正 後 改 正 前 備考（改正主旨等） 

附  則（「国総地第１７６号、国鉄都第１５１号、国鉄事第４

９９号、国自旅第２９５号、国自技環第１７２号、国海内第２０

９号、国空事第１１２５号」、「国総地第１１号、国鉄都第７

号、国鉄事第２５号、国自旅第３号、国自技環第５号、国海内第

３号、国空事第１４号」） 

 

第１条 この要綱の改正は、令和６年度第一次補正予算から施行

する。 

 

（交通ＤＸ・ＧＸによる経営改善支援事業等） 

第２条 大臣は、令和６年度第一次補正予算及び令和７年度予算

に限り、附則別表１及び附則別表２、附則別表３に掲げる地域

公共交通事業者が交通ＤＸ・ＧＸによる地域交通の経営改善支

援事業等（以下「交通ＤＸ・ＧＸによる経営改善支援事業等」

という。）を行う場合においては、この条から附則第２２条ま

でに定めるところにより、予算の範囲内において当該事業を行

う者（以下この条から附則第２２条までにおいて「補助対象事

業者」という。）に対し補助金を交付する。 

 

第３条～第２２条（略） 

 

（自動運転社会実装推進事業） 

第２３条 国土交通大臣は、令和６年度第一次補正予算及び令和

７年度予算に限り、交通ＤＸ・ＧＸによる経営改善支援事業等

附  則（国総地第１７６号、国鉄都第１５１号、国鉄事第４９

９号、国自旅第２９５号、国自技環第１７２号、国海内第２０９

号、国空事第１１２５号） 

 

 

 

第１条 この要綱の改正は、令和６年度第一次補正予算から施行

する。 

 

（交通ＤＸ・ＧＸによる経営改善支援事業等） 

第２条 大臣は、令和６年度第一次補正予算に限り、附則別表１

及び附則別表２、附則別表３に掲げる地域公共交通事業者が交

通ＤＸ・ＧＸによる地域交通の経営改善支援事業等（以下「交

通ＤＸ・ＧＸによる経営改善支援事業等」という。）を行う場

合においては、この条から附則第２２条までに定めるところに

より、予算の範囲内において当該事業を行う者（以下この条か

ら附則第２２条までにおいて「補助対象事業者」という。）に

対し補助金を交付する。 

 

第３条～第２２条（略） 

 

（自動運転社会実装推進事業） 

第２３条 国土交通大臣は、令和６年度第一次補正予算に限り、

交通ＤＸ・ＧＸによる経営改善支援事業等のうち自動運転によ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和７年度当初予算にお

いて盛り込まれた「交通

ＤＸ・ＧＸによる経営改

善支援事業等」への支援

に関する規定を盛り込む

旨の改正を行う。 

 

 

 

 

 

 

令和７年度当初予算にお

いて盛り込まれた「自動
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のうち自動運転による地域公共交通実証調査事業（以下「自動

運転社会実装推進事業」という。）を行う者（以下この条から

附則第２４条までにおいて「補助対象事業者」という。）に対

し予算の範囲内において補助金を交付する。 

 

第２４条～第２５条（略） 

る地域公共交通実証調査事業（以下「自動運転社会実装推進事

業」という。）を行う者（以下この条から附則第２４条までに

おいて「補助対象事業者」という。）に対し予算の範囲内にお

いて補助金を交付する。 

 

第２４条～第２５条（略） 

運転社会実装推進事業」

への支援に関する規定を

盛り込む旨の改正を行

う。 

 

 

 

【附則：令和６年能登半島地震の被災地域における地域間幹線系統確保維持費国庫補助金に係る補助対象事業の基準の特例】   

【附則：新型コロナウィルス感染症の影響による地域間幹線系統確保維持費国庫補助金に係る補助対象事業の基準の特例等】   

改 正 後 改 正 前 備考（改正主旨等） 

附  則（「国総地第１１号、国自旅第３号」）   

  

第１条 この要綱の改正は、令和７年度予算から施行する。   

  

（令和６年能登半島地震の被災地域における地域間幹線系統

確保維持費国庫補助金に係る補助対象事業の基準の特例）   

第２条 令和６年能登半島地震により直接的に甚大な被害を

受け、当該地域に係る地域間幹線系統の確保維持が特に必

要であって、附則別表１に掲げる市町村（以下「令和６年能

登半島地震被災市町村」という。）への需要に対応して運行

される運行系統については、附則別表２の補助対象事業の

基準に適合する場合にあっては、令和８年度予算から令和

１０年度予算までに係る補助対象事業に限り、第６条第１

項中「別表１」とあるのは「附則別表２」と、「別表２」と

（新規）     

  

  

  

  

地域間幹線系統補助に

ついて、令和６年能登半

島地震の被災地域を対

象に、熊本地震の際と同

様の特例を設ける。   
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あるのは「附則別表３」と読み替えるものとする。   

２ 令和６年度予算において、令和６年能登半島地震被災市町

村に係る地域間幹線系統確保維持費国庫補助金を受けてい

た系統のうち、令和６年度以降の補助対象期間における１

日当たりの実績輸送量を１５人未満と見込まれる系統に係

る補助対象事業の基準については、別表１のヘで規定する

補助対象期間の１日当たりの輸送量は、令和８年度予算か

ら令和１０年度予算までに係る補助対象事業に限り、１５

０人以下と見込まれるものとする。   

   

（新型コロナウィルス感染症の影響による地域間幹線系統確

保維持費国庫補助金に係る補助対象事業の基準の特例等）   

第３条 令和８年度事業において、別表１「補助対象経費」の

「補助対象系統に係る補助対象経常費用の見込額と経常収

益の見込額との差額であって、別表２に定めるところによ

り算出される経費」について、別表２の３.で定める経常収

益の見込額の算出に用いる実車走行キロ当たり経常収益の

うち、令和４年度の補助対象系統の経常収益には、運送収入

の実績額のほか、地域公共交通確保維持改善事業費補助金

交付要綱（令和５年３月３日付国総地第９１号他）附則第２

条第２項に基づき交付された補助金額を算入するものとす

る。   

 

 

附則別表１（令和７年５月７日改正附則第２条関連）   

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

地域間幹線系統補助に

ついて、令和２～４年度

に特例を設けて赤字補

填した額を、将来の年度

の補助額算定の際に「収

入」として整理するもの  

令和４～８年度におけ

る恒例改正内容    
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地域間幹線系統確保維持費国庫補助金（令和６年能登半島地震

被災市町村の一覧表）   

富山県 石川県 

高岡市、氷見市   金沢市、七尾市、輪島市、珠洲市、

羽咋市、かほく市、内灘町、志賀町、

中能登町、穴水町、能登町   

  

  

  

附則別表２（令和７年５月７日改正附則第２条関連）   

  

地域間幹線系統確保維持費国庫補助金（令和６年能登半島地震

被災市町村に係る地域間幹線系統確保維持費国庫補助金の補

助対象事業の基準）   

補 助 対

象 事 業

者   

補 助 対 象

経費   

補助対象事業の基準 補 助

率   

一 般 乗

合 旅 客

自 動 車

運 送 事

業 者 及

び 活 性

化 法 法

定 協 議

会   

補 助 対 象

系 統 に 係

る 補 助 対

象 経 常 費

用 の 見 込

額 と 経 常

収 益 の 見

込 額 と の

差 額 で あ

都道府県又は市町村が定めた地

域公共交通計画に掲載された運

行系統の運行のうち、次のイか

らヌまでの全てに適合するも

の。   

イ 乗合バス事業者であって、

活性化法法定協議会での議

論を経て、第７条第１項各号

に掲げる事項を記載した地

１ ／

２   
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って、附則

別 表 ３ に

定 め る と

こ ろ に よ

り 算 出 さ

れる経費   

域公共交通計画に記載され

ている運送予定者による運

行であること。   

ロ 令和６年能登半島地震被災

市町村の需要に応じた道路

運送法施行規則第３条の３

第１号に規定する路線定期

運行に係るもの。   

ハ  複数市町村にまたがるも

の。ただし、この要件の成否

は、平成１３年３月３１日に

おける市町村の状態に応じ

て決定するものとする。   

ニ 次のいずれかの需要に対応

して設定されるもの。   

① 別表５に定める広域行政圏

の中心市町村への需要   

② 都道府県庁所在地への需要   

③ 上記以外の市町村であって、

総合病院等医療機関、学校等

の公共施設及び商業施設等

が存在するなど、広域行政圏

の中心市町村に準ずる生活

基盤が整備されていると県

協議会等が認めたものへの

需要   
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ホ １日当たりの計画運行回数

が３回以上のもの。ただし、

活性化法法定協議会が認め

た場合は、平日１日当たりの

計画運行回数が３回以上の

ものとする。   

へ 令和５年度に大臣の認定を

受けた生活交通路線維持確

保改善計画に補助対象系統

として記載されていた運行

系統（補助対象系統の合併、

分割その他の再編が行われ

る場合の再編後の運行系統

を含む。）であって、令和６

年能登半島地震発生後から

令和６年度予算に係る補助

対象期間の末日（令和６年９

月３０日）までにおける経常

収支が当該地震により悪化

したものと認められるもの。 

ト 次式によって算出される補

助対象期間の１日当たりの

輸送量が１５０人以下と見

込まれるもの。   

計画平均乗車密度 × 計

画運行回数   
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チ 補助対象期間に、当該系統

の運行によって得る経常収

益の見込額が同期間の当該

系統の補助対象経常費用の

見込額に達していないもの。 

リ 令和６年能登半島地震の被

災者に対する災害救助法（昭

和２２年法律第１１８号）第

２条の規定に基づく救助と

して供与された同法第４条

第１項第１号の応急仮設住

宅（賃貸住宅の居室の借上げ

によるものを除く。）から直

線で１キロメートル以内を

経由して運行するもの 。   

ヌ 補助対象期間の末日（９月

３０日）において引き続き運

行される予定のものである

こと。（補助対象期間の途中

に補助対象系統の合併、分割

その他の再編を行う場合に

あっては、再編を行う日まで

に地域公共交通計画の認定

又は変更の認定を受けて実

施する場合に限り、同一の補

助対象系統が補助対象期間
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中継続して運行しているも

のとして取り扱う。）。   

（注）   

１．「計画平均乗車密度」とは、次式によって算出された数値

をいう（小数点第１位まで算出。第２位以下切捨て。）。   

「計画平均乗車密度」＝「計画運送収入」÷「計画実車走行

キロ」÷「平均賃率」   

２．「計画運送収入」は、同一の補助対象系統として取り扱わ

れる既存の運行系統の実績額がある場合は、当該運行系統

の実車走行キロ当たり運送収入の実績額に計画実車走行キ

ロを乗じて算出する。   

３．「平均賃率」とは、次式によって算出された数値をいう（銭

単位まで算出。銭未満切り捨て。）。   

「平均賃率」＝「停留所相互間総運賃額」÷「停留所相互間

総キロ」   

なお、同一の補助対象系統として取り扱われる既存の運

行系統の実績額を用いて「計画運送収入」を算出する系統に

おいて、当該実績額を引用する期間の開始日以降に運賃改

定を実施した場合は、次式によって算出することとする。 

「平均賃率」＝（「運賃改定前適用の平均賃率×日数」＋「運

賃改定後適用の平均賃率×日数」）÷「実績引用期間の日数」 

  

  

附則別表３（令和７年５月７日改正附則第２条関連）   

  

地域間幹線系統確保維持費国庫補助金（令和６年能登半島地震
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被災市町村に係る地域間幹線系統確保維持費国庫補助金の補

助対象経費の算出方法）   

  

補助対象経費の算出方法 

１．補助対象経費の額は、補助対象経常費用の見込額と経

常収益の見込額との差額とする。ただし、補助対象経常

費用の見込額の９／２０に相当する額を限度とする（補

助対象期間中に補助対象系統の合併・分割その他の再編

が予定されている場合は、再編前後の運行予定日数に応

じて算出した額の合計額とする。）。   

２．補助対象経常費用の見込額は、次式によって算出して

得られた額以下の額とする。   

当該運送予定者の実車走行キロ当たり経常費用の見込

額 × 当該補助対象系統の計画実車走行キロ   

３．経常収益の見込額は、次式によって算出して得られた

額以上の額とする。   

当該補助対象系統の実車走行キロ当たり経常収益の見

込額 × 当該補助対象系統の計画実車走行キロ   

（注）   

１．「補助対象事業者の実車走行キロ当たり経常費用」とは、

運送予定者（地域公共交通計画に運送予定者として記載さ

れた者。以下この表において同じ。）の基準期間（※１）を

含む過去３年間（※２）における乗合バス事業の経常費用を

実車走行キロの実績値で除した１キロメートル当たりの経

常費用（当該期間における一時的な燃料費の高騰その他の

特別の理由により算出された額をそのまま適用することが
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適当でないと認められるときは、大臣が適当と認める額）を

平均して得られた額をいう。（第２編第１章第３節に係る経

常費用を除く。）   

２．「補助対象系統の実車走行キロ当たり経常収益」とは、運

送予定者の基準期間（※１）を含む過去３年間（※２）にお

ける補助対象系統の経常収益を実車走行キロの実績値で除

した１キロメートル当たりの経常収益を平均して得られた

額をいう。   

  

（※１）基準期間とは、補助対象期間（１０月１日～翌９月末

日）の前々補助対象期間をいう。   

（※２）過去３年間とは、基準期間を最終年度とする連続した

過去３年間をいう。   

 


